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Ⅰ　指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　訪問介護費

　２　訪問入浴介護費

　３　訪問看護費

　４　訪問リハビリテーション費

　５　居宅療養管理指導費

　６　通所介護費

　７　通所リハビリテーション費

　８　短期入所生活介護費

　９　短期入所療養介護費

　　　イ　介護老人保健施設における短期入所療養介護費

　　　ロ　療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

　　　ハ　診療所における短期入所療養介護費

　　　ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費

　１０　特定施設入居者生活介護費

　１１　福祉用具貸与費

Ⅱ　指定居宅介護支援介護給付費単位数の算定構造

　　　　居宅介護支援費

Ⅲ　指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造

　１　介護福祉施設サービス

　２　介護保健施設サービス

　３　介護療養施設サービス

　　　イ　療養病床を有する病院における介護療養施設サービス

　　　ロ　療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス

　　　ハ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス
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Ⅰ　指定居宅サービス介護給付費単位数の算定構造

１　訪問介護費　

注 注 注 注 注 注 注 注 注
身体介護の（１）
～（３）に引き続
き生活援助を
行った場合

３級訪問介護
員により行わ
れる場合（※）

２人の訪問介
護員等による
場合

夜間若しくは
早朝の場合又
は深夜の場合

特定事業所加
算

特別地域訪問
介護加算

中山間地域等
における小規
模事業所加算

中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算

緊急時訪問介
護加算

　：　特別地域訪問介護加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

２　訪問入浴介護費

注 注 注 注 注
介護職員３人が
行った場合

全身入浴が困難
で、清拭又は部
分浴を実施した
場合

特別地域訪問
入浴介護加算

中山間地域等に
おける小規模事
業所加算

中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加
算

　：　特別地域訪問入浴介護加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

基本部分

３０分を増すごとに
＋８３単位

（２４９単位を限度）

（１）　３０分未満
　　　　　　　 　　　　　　（２５４単位）

イ
身体介護

（３）　１時間以上
  　（５８４単位に３０分を増すごとに
　　  　　　　　 　　　　　＋８３単位）

（２）　１時間以上
       　　　　　　　　　  （２９１単位）

イ　訪問入浴介護費
　　　　　　　　　　　　　（１回につき　１，２５０単
位）

※平成２１年３月31日時点で、３級訪問介護員が指定訪問介護事業所に雇用されている場合であって、当該者が指定訪問介護を行う場合は、平成22年3月31日までの間、所定単位数の100分の70に
相当する単位数を算定する。

＋５／１００

ニ　初回加算
　　　　　　　　　　　（１月につき　＋２００単位）

基本部分

ロ
生活援助

（１）　３０分以上１時間未満
　　　　　　　　    　　　 （２２９単位）

１回につき
＋１００単位

ハ　通院等乗降介助
　　　　　　　　　　　（１回につき　 １００単位）

＋１５／１００

夜間又は早朝の場
合

＋２５／１００

深夜の場合
＋５０／１００

×２００／１００

×７０／１００

特定事業所加算
（Ⅰ）

＋２０／１００

特定事業所加算
（Ⅱ）

＋１０／１００

特定事業所加算
（Ⅲ）

＋１０／１００

（２）　３０分以上１時間未満
　　　　　　　　　　　 　　（４０２単位）

＋１０／１００

ロ　サービス提供体制強化加算
　　　　　　　　　　　　　（１回につき　＋２４単位）

＋１０/１００ ＋５／１００＋１５／１００×９５／１００ ×７０／１００

　[脚注]
　　　１．単位数算定記号の説明
　　　　　＋○○単位　　　 ⇒　　　所定単位数　＋　○○単位
　　　　　－○○単位　　　 ⇒　　　所定単位数　－　○○単位
　　　　　×○○／１００　　⇒　　　所定単位数　×　○○／１００
　　　　　＋○○／１００　　⇒　　　所定単位数　＋　所定単位数×○○／１００

介護　１



３　訪問看護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注

准看護師の場
合

指定訪問看護
ステーションの
理学療法士､作
業療法士及び
言語聴覚士の
場合

夜間又は早朝の
場合、若しくは深
夜の場合

２人以上による
訪問看護を行う
場合

１時間３０分以
上の訪問看護を
行う場合

特別地域訪問
看護加算

中山間地域等
における小規模
事業所加算

中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算

緊急時訪問看
護加算（※）

特別管理加算 ターミナルケア
加算

　

　：　特別地域訪問看護加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、ターミナルケア加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　医療機器等を使用する者等特別な管理が必要な状態の者への月２回目以降の緊急的訪問については、夜間、早朝、深夜の加算を算定できるものとする。

４　訪問リハビリテーション費

注 注
中山間地域等
に居住する者へ
のサービス提供
加算

短期集中リハビ
リテーション実
施加算

　：　中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

５　居宅療養管理指導費

 

※　ロ（２）（一）（二）について、がん末期の患者及び中心静脈栄養患者については、週2回かつ月8回算定できる。

※　居住系施設入居者等とは、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護を受けている者をいう。

ロ　薬剤師
が行う場合

ホ　保健師、看護師が行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 （４００単位）

ハ　管理栄
養士が行う
場合（月２回
を限度）

（１）　在宅の利用者に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　   （５３０単位）

（２）　居住系施設入居者等に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　（４５０単位）

ニ　歯科衛
生士等が行
う場合（月４
回を限度）

（１）　在宅の利用者に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　   （３５０単位）

（２）　居住系施設入居者等に対して行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　（３００単位）

基本部分

４２５単位を
算定

（２）　薬局の薬剤師の場
合

　（月４回を限度）

注
特別な薬剤の投薬が行われている
在宅の利用者又は居住系施設入
居者等に対して、当該薬剤の使用
に関する必要な薬学的管理指導を
行った場合

　
　　　　　　　　　　　　＋１００単位（一）　在宅の利用者に対して行う場合

　　　　　　　　　（５００単位）

（二）　居住系施設入居者等に対して
行う場合
　　　　　　　　　（３５０単位）

（１）　病院又は診療所の
薬剤師が行う場合
  （月２回を限度）

（一）　在宅の利用者に対して行う場合
　　　　　　　　　（５５０単位）

（二）　居住系施設入居者等に対して
行う場合
　　　　　　　　　（３８５単位）

ハ　サービス提供体制強化加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　＋６単位）

注

×９０／１００

８３０単位を
算定

夜間又は早朝の
場合

　＋２５／１００

深夜の場合
　＋５０／１００

＋１０／１００

＋５／１００

１月につき
＋２５０単位

イ　医師又は
歯科医師が
行う場合（月
２回を限度）

（２）　居宅療養管理指導費（Ⅱ）
（在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学
総合管理料を算定する場合）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（２９０単位）

（１）　居宅療養管理指導費（Ⅰ）
                  （（２）以外）
　　　　　　　　　　　　　　　　   （５００単位）

基本部分

ロ　サービス提供体制強化加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　＋６単位）

注
情報提供が行われない場合
　　　　　　　　　　　-１００単位

（３）　３０分以上１時間未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５５０単位）

 １月につき
＋２９０単位

１月につき
＋５４０単位

＋１５／１００

＋３００単位

＋３００単位

３０分未満の
場合

＋２５４単位

３０分以上の
場合

＋４０２単位

（２）　３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４２５単位）

（３）　３０分以上１時間未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８３０単位）

（４）　１時間以上１時間３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　（１，１９８単位） ＋２，０００単位

（死亡日前14日
以内に2回以上
ターミナルケア
を行った場合）

注
准看護師が行う場合
　　　　　　　　　　　×９０／１００

＋５／１００

基本部分

（４）　１時間以上１時間３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８４５単位）

退院・退所日
又は新たに
要介護認定

を受けた日から
１月以内

＋３４０単位

退院・退所日
又は新たに
要介護認定

を受けた日から
１月超３月以内

＋２００単位
介護老人

保健施設の場合

イ　訪問リ
ハビリテー
ション費

１回につき　３０５単位

（１）　２０分未満
       （夜間、深夜、早朝のみ算定可）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２８５単位）

イ　指定訪
問看護ス
テーション
の場合

病院又は診療所
の場合

（２）　３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３４３単位）

（１）　２０分未満
       （夜間・深夜・早朝のみ算定可）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２３０単位）

ロ　病院又
は診療所
の場合

介護　２



６　通所介護費

注 注 注 注 注 注 注

利用者の数
が利用定員
を超える場合

又
は

看護・介護職
員の員数が
基準に満たな
い場合

個別機能訓
練加算（Ⅰ）

又
は

個別機能訓
練加算（Ⅱ）

要介護１ （ ４３７ 単位）

要介護２ （ ５０４ 単位）

要介護３ （ ５７０ 単位）

要介護４ （ ６３６ 単位）

要介護５ （ ７０２ 単位）

要介護１ （ ５８８ 単位）

要介護２ （ ６８３ 単位）

要介護３ （ ７７８ 単位）

要介護４ （ ８７２ 単位）

要介護５ （ ９６７ 単位）

要介護１ （ ７９０ 単位）

要介護２ （ ９２２ 単位）

要介護３ （ １，０５５ 単位）

要介護４ （ １，１８７ 単位）

要介護５ （ １，３２０ 単位）

要介護１ （ ３８１ 単位）

要介護２ （ ４３７ 単位）

要介護３ （ ４９３ 単位）

要介護４ （ ５４９ 単位）

要介護５ （ ６０５ 単位）

要介護１ （ ５０８ 単位）

要介護２ （ ５８８ 単位）

要介護３ （ ６６８ 単位）

要介護４ （ ７４８ 単位）

要介護５ （ ８２８ 単位）

要介護１ （ ６７７ 単位）

要介護２ （ ７８９ 単位）

要介護３ （ ９０１ 単位）

要介護４ （ １，０１３ 単位）

要介護５ （ １，１２５ 単位）

要介護１ （ ３７５ 単位）

要介護２ （ ４３０ 単位）

要介護３ （ ４８５ 単位）

要介護４ （ ５４０ 単位）

要介護５ （ ５９５ 単位）

要介護１ （ ４９９ 単位）

要介護２ （ ５７８ 単位）

要介護３ （ ６５７ 単位）

要介護４ （ ７３５ 単位）

要介護５ （ ８１４ 単位）

要介護１ （ ６６５ 単位）

要介護２ （ ７７６ 単位）

要介護３ （ ８８６ 単位）

要介護４ （ ９９６ 単位）

要介護５ （ １，１０６ 単位）

要介護１ （ ３６５ 単位）

要介護２ （ ４１８ 単位）

要介護３ （ ４７２ 単位）

要介護４ （ ５２５ 単位）

要介護５ （ ５７９ 単位）

要介護１ （ ４８６ 単位）

要介護２ （ ５６３ 単位）

要介護３ （ ６３９ 単位）

要介護４ （ ７１６ 単位）

要介護５ （ ７９２ 単位）

要介護１ （ ６４８ 単位）

要介護２ （ ７５５ 単位）

要介護３ （ ８６２ 単位）

要介護４ （ ９６９ 単位）

要介護５ （ １，０７７ 単位）

　：　中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

×７０/１００

８時間以上９時間
未満の場合

　　＋５０単位
　

９時間以上10時
間未満の場合
　  ＋１００単位

８時間以上９時間
未満の場合

　　＋５０単位
　

９時間以上10時
間未満の場合
　  ＋１００単位 １日につき

＋４２単位
１日につき
＋２７単位

＋５／１００

×７０/１００

（３）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　（１回につき　６単位を加算）

（１）　３時間以上６時間未満

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　１，０００単位）

ヘ　サービス提供体制
強化加算

×７０/１００

（２）　６時間以上８時間未満

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　１，５００単位）

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　（１回につき　６単位を加算）

（２）
４時間以上
６時間未満

ロ
　
通
常
規
模
型
通
所
介
護
費

（１）
３時間以上
４時間未満

（１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　（１回につき　１２単位を加算）

イ
　
小
規
模
型
通
所
介
護
費

（３）
６時間以上
８時間未満

ホ
　
療
養
通
所
介
護
費

（２）
４時間以上
６時間未満

（３）
６時間以上
８時間未満

二
　
大
規
模
型
通
所
介
護
費

（
Ⅱ

）

（１）
３時間以上
４時間未満

ハ
　
大
規
模
型
通
所
介
護
費

（
Ⅰ

）

（１）
３時間以上
４時間未満

（３）
６時間以上
８時間未満

口腔機能向
上加算

栄養改善加
算

８時間以上９時間
未満の場合

　　＋５０単位
　

９時間以上10時
間未満の場合
　  ＋１００単位

８時間以上９時間
未満の場合

　　＋５０単位
　

９時間以上10時
間未満の場合
　 ＋１００単位

若年性認知
症利用者受
入加算

入浴介助を
行った場合

中山間地域
等に居住する
者へのサービ
ス提供加算

１回につき
＋１５０単位
（月２回を

限度）

１回につき
＋１５０単位
（月２回を

限度）

１日につき
＋６０単位

×７０/１００×７０/１００

（１）
３時間以上
４時間未満

（２）
４時間以上
６時間未満

（３）
６時間以上
８時間未満

（２）
４時間以上
６時間未満

注

１日につき
＋５０単位

基本部分

２時間以上３
時間未満の
通所介護を
行う場合

注
６時間以上８時間
未満の通所介護
の前後に日常生
活上の世話を行う
場合

×７０/１００

介護　３



７　通所リハビリテーション費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数
が利用定員を
超える場合

又
は

医師、理学療
法士・作業療
法士・言語聴
覚士、看護・
介護職員の
員数が基準に
満たない場合

要介護１ （ ２７０ 単位）

要介護２ （ ３００ 単位）

要介護３ （ ３３０ 単位）

要介護４ （ ３６０ 単位）

要介護５ （ ３９０ 単位）

要介護１ （ ３８６ 単位）

要介護２ （ ４６３ 単位）

要介護３ （ ５４０ 単位）

要介護４ （ ６１７ 単位）

要介護５ （ ６９４ 単位）

要介護１ （ ５１５ 単位）

要介護２ （ ６２５ 単位）

要介護３ （ ７３５ 単位）

要介護４ （ ８４５ 単位）

要介護５ （ ９５５ 単位）

要介護１ （ ６８８ 単位）

要介護２ （ ８４２ 単位）

要介護３ （ ９９５ 単位）

要介護４ （ １，１４９ 単位）

要介護５ （ １，３０３ 単位）

要介護１ （ ２６５ 単位）

要介護２ （ ２９５ 単位）

要介護３ （ ３２４ 単位）

要介護４ （ ３５４ 単位）

要介護５ （ ３８３ 単位）

要介護１ （ ３７９ 単位）

要介護２ （ ４５５ 単位）

要介護３ （ ５３１ 単位）

要介護４ （ ６０６ 単位）

要介護５ （ ６８２ 単位）

要介護１ （ ５０６ 単位）

要介護２ （ ６１４ 単位）

要介護３ （ ７２２ 単位）

要介護４ （ ８３０ 単位）

要介護５ （ ９３９ 単位）

要介護１ （ ６７６ 単位）

要介護２ （ ８２７ 単位）

要介護３ （ ９７８ 単位）

要介護４ （ １，１２９ 単位）

要介護５ （ １，２８１ 単位）

要介護１ （ ２５８ 単位）

要介護２ （ ２８７ 単位）

要介護３ （ ３１５ 単位）

要介護４ （ ３４４ 単位）

要介護５ （ ３７３ 単位）

要介護１ （ ３６９ 単位）

要介護２ （ ４４３ 単位）

要介護３ （ ５１６ 単位）

要介護４ （ ５９０ 単位）

要介護５ （ ６６４ 単位）

要介護１ （ ４９２ 単位）

要介護２ （ ５９８ 単位）

要介護３ （ ７０３ 単位）

要介護４ （ ８０８ 単位）

要介護５ （ ９１４ 単位）

要介護１ （ ６５８ 単位）

要介護２ （ ８０５ 単位）

要介護３ （ ９５２ 単位）

要介護４ （ １，０９９ 単位）

要介護５ （ １，２４７ 単位）

　：　中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

ニ　サービス提供
体制強化加算

イ
　
通
常
規
模
の
事
業
所
の
場
合

ロ
　
大
規
模
の
事
業
所

（
Ⅰ

）
の
場
合

ハ
　
大
規
模
の
事
業
所

（
Ⅱ

）
の
場
合

（４）
６時間
以上
８時間
未満

（２）
３時間
以上
４時間
未満

（４）
６時間
以上
８時間
未満

（１）
１時間
以上
２時間
未満

（１）
１時間
以上
２時間
未満

（１）
１時間
以上
２時間
未満

介護老人保
健施設であっ
て、理学療法
士、作業療法
士が居宅を訪
問し、診察、
運動機能検
査等を行い、
通所リハビリ
計画の作成
等を行った場
合

５５０単位
（月１回を

限度）

（１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　（１回につき　１２単位を加算）

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　（１回につき　６単位を加算）

入浴介助を
行った場合

１日につき
　＋５０単位

＋５／１００

６時間以上８時
間未満の通所リ
ハビリテーション
の前後に日常
生活上の世話
を行う場合

８時間以上
９時間未満の

場合
＋５０単位

　
９時間以上

10時間未満の場
合

＋１００単位

×７０/１００

栄養改善加算短期集中リハ
ビリテーション
実施加算

（３）
４時間
以上
６時間
未満

（２）
３時間
以上
４時間
未満

基本部分

１日につき
＋６０単位

３月を超える
場合

１日につき
＋８０単位
（月１３回を

限度）

３月を超える
場合

１日につき
＋８０単位
（月１３回を

限度）

３月を超える
場合

１日につき
＋８０単位
（月１３回を

限度）

中山間地域
等に居住する
者へのサービ
ス提供加算

１回につき
＋１５０単位
（月２回を

限度）

１月につき
＋２３０単位

１回につき
＋１５０単位
（月２回を

限度）

若年性認知
症利用者受
入加算

認知症短期
集中リハビリ
テーション実
施加算

１日につき
＋２４０単位
（週２日を

限度）

退所・退院日
又は新たに
要介護認定
を受けた日か

ら
１月以内

（１日につき
＋２８０単位）

　
退所・退院日
又は新たに
要介護認定
を受けた日か

ら
１月超３月以

内
（１日につき

＋１４０単位）

個別リハビリ
テーション加
算

口腔機能向上
加算

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算

（４）
６時間
以上
８時間
未満

（２）
３時間
以上
４時間
未満

（３）
４時間
以上
６時間
未満

（３）
４時間
以上
６時間
未満

×７０/１００

８時間以上
９時間未満の

場合
＋５０単位

　
９時間以上

10時間未満の場
合

＋１００単位

８時間以上
９時間未満の

場合
＋５０単位

　
９時間以上

10時間未満の場
合

＋１００単位

×７０/１００

×７０/１００

×７０/１００

×５０／１００

×５０／１００

×５０／１００

１日につき
＋３０単位

１日につき
＋３０単位

１日につき
＋３０単位

注
研修を終了し
た看護師、准
看護師、あん
摩マッサージ
指圧師、柔道
整復師による
サービス提供

２時間以上３
時間未満の
通所リハビリ
テーションを
行う場合

理学療法士
等体制強化
加算

介護　４



８　短期入所生活介護費

注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職員
の勤務条件基準
を満たさない場
合

利用者の数及び
入所者の数の合
計数が入所定員
を超える場合 又

は

介護・看護職員
の員数が基準に
満たない場合

常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置してい
ない等ユニットケ
アにおける体制が
未整備である場
合

専従の機能訓練
指導員を配置し
ている場合

看護体制加算
（Ⅰ）

看護体制加算
（Ⅱ）

夜勤職員配置
加算

認知症行動・
心理症状緊急
対応加算

若年性認知症
利用者受入加
算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要介護１ （ ６５５ 単位）

要介護２ （ ７２６ 単位）

要介護３ （ ７９６ 単位）

要介護４ （ ８６７ 単位）

要介護５ （ ９３７ 単位）

要介護１ （ ７３７ 単位）

要介護２ （ ８０８ 単位）

要介護３ （ ８７８ 単位）

要介護４ （ ９４９ 単位）

要介護５ （ １，０１９ 単位）

要介護１ （ ６２１ 単位）

要介護２ （ ６９２ 単位）

要介護３ （ ７６２ 単位）

要介護４ （ ８３３ 単位）

要介護５ （ ９０３ 単位）

要介護１ （ ７０３ 単位）

要介護２ （ ７７４ 単位）

要介護３ （ ８４４ 単位）

要介護４ （ ９１５ 単位）

要介護５ （ ９８５ 単位）

要介護１ （ ７５５ 単位）

要介護２ （ ８２６ 単位）

要介護３ （ ８９６ 単位）

要介護４ （ ９６７ 単位）

要介護５ （ １，０２７ 単位）

要介護１ （ ７５５ 単位）

要介護２ （ ８２６ 単位）

要介護３ （ ８９６ 単位）

要介護４ （ ９６７ 単位）

要介護５ （ １，０２７ 単位）

要介護１ （ ７２１ 単位）

要介護２ （ ７９２ 単位）

要介護３ （ ８６２ 単位）

要介護４ （ ９３３ 単位）

要介護５ （ ９９３ 単位）

要介護１ （ ７２１ 単位）

要介護２ （ ７９２ 単位）

要介護３ （ ８６２ 単位）

要介護４ （ ９３３ 単位）

要介護５ （ ９９３ 単位）

※　緊急短期入所ネットワーク加算を算定する場合は、超過定員減算の適用について要件の緩和を行う。

ホ　在宅中重
度者受入加

算

＋１２単位

基本部分

イ　短期入所
生活介護費
（1日につき）

（２）　併設
型短期入所
生活介護費

（二）　単独型短期入所生
活介護費（Ⅱ）
<多床室>

（１）　単独
型短期入所
生活介護費

×７０／１００
片道につき
＋１８４単位

＋１２０単位

（一）　併設型ユニット型短
期入所生活介護費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

＋２００単位
（７日間を限

度））

＋１８単位

＋１３単位

（二)　併設型短期入所生
活介護費（Ⅱ）
<多床室>

（二）　単独型ユニット型短
期入所生活介護費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

（一）　単独型ユニット型短
期入所生活介護費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

×９７／１００

注

（二）　併設型ユニット型短
期入所生活介護費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

ロ　ユニット型
短期入所生
活介護費
（1日につき）

×７０／１００

（一）　併設型短期入所生
活介護費（Ⅰ）
<従来型個室>

（一）　単独型短期入所生
活介護費（Ⅰ）
＜従来型個室＞

（２）　併設
型ユニット
型短期入所
生活介護費

（１）　単独
型ユニット
型短期入所
生活介護費

×９７／１００

注

＋８単位＋４単位

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

ハ　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

ヘ　サービス
提供体制強
化加算

（４）看護体制加算を算定していない場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　４２５単位を加算）

（３）看護体制加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）をいずれも算定している場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　４１３単位を加算）

（２）　看護体制加算（Ⅱ）を算定している場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　４１７単位を加算）

（１）　看護体制加算（Ⅰ）を算定している場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　４２１単位を加算）

ニ　緊急短期入所ネットワーク加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５０単位を加算）

介護　５



９　短期入所療養介護費
　イ　介護老人保健施設における短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条
件基準を満た
さない場合

利用者の数
及び入所者の
数の合計数
が入所定員を
超える場合

又
は

医師、看護職
員、介護職
員、理学療法
士、作業療法
士又は言語
聴覚士の員
数が基準に満
たない場合

常勤のユニッ
トリーダーをユ
ニット毎に配
置していない
等ユニットケ
アにおける体
制が未整備で
ある場合

夜勤職員配
置加算

リハビリテー
ション機能強
化加算

個別リハビリ
テーション実
施加算

認知症ケア
加算

認知症行
動・心理症
状緊急対応
加算

若年性認知
症利用者受
入加算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要介護１ （ ７４６ 単位）

要介護２ （ ７９５ 単位）

要介護３ （ ８４８ 単位）

要介護４ （ ９０２ 単位）

要介護５ （ ９５５ 単位）

要介護１ （ ８４５ 単位）

要介護２ （ ８９４ 単位）

要介護３ （ ９４７ 単位）

要介護４ （ １，００１ 単位）

要介護５ （ １，０５４ 単位）

要介護１ （ ７６７ 単位）

要介護２ （ ８５０ 単位）

要介護３ （ ９６５ 単位）

要介護４ （ １，０４１ 単位）

要介護５ （ １，１１７ 単位）

要介護１ （ ８６６ 単位）

要介護２ （ ９４９ 単位）

要介護３ （ １，０６４ 単位）

要介護４ （ １，１４０ 単位）

要介護５ （ １，２１６ 単位）

要介護１ （ ７６７ 単位）

要介護２ （ ８４４ 単位）

要介護３ （ ９３８ 単位）

要介護４ （ １，０１４ 単位）

要介護５ （ １，０９０ 単位）

要介護１ （ ８６６ 単位）

要介護２ （ ９４３ 単位）

要介護３ （ １，０３７ 単位）

要介護４ （ １，１１３ 単位）

要介護５ （ １，１８９ 単位）

要介護１ （ ８４８ 単位）

要介護２ （ ８９７ 単位）

要介護３ （ ９５０ 単位）

要介護４ （ １，００４ 単位）

要介護５ （ １，０５７ 単位）

要介護１ （ ８４８ 単位）

要介護２ （ ８９７ 単位）

要介護３ （ ９５０ 単位）

要介護４ （ １，００４ 単位）

要介護５ （ １，０５７ 単位）

要介護１ （ ９２８ 単位）

要介護２ （ １，０１１ 単位）

要介護３ （ １，１２６ 単位）

要介護４ （ １，２０２ 単位）

要介護５ （ １，２７８ 単位）

要介護１ （ ９２８ 単位）

要介護２ （ １，０１１ 単位）

要介護３ （ １，１２６ 単位）

要介護４ （ １，２０２ 単位）

要介護５ （ １，２７８ 単位）

要介護１ （ ９２８ 単位）

要介護２ （ １，００５ 単位）

要介護３ （ １，１１９ 単位）

要介護４ （ １，１９５ 単位）

要介護５ （ １，２７１ 単位）

要介護１ （ ９２８ 単位）

要介護２ （ １，００５ 単位）

要介護３ （ １，１１９ 単位）

要介護４ （ １，１９５ 単位）

要介護５ （ １，２７１ 単位）

（ ６５０ 単位）

（ ９００ 単位）

（ １，２５０ 単位）

　：　特別療養費と緊急時施設療養費は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　ＰＴ・ＯＴ・ＳＴによる人員配置減算を適用する場合には、リハビリ機能強化加算を適用しない。
※　緊急短期入所ネットワーク加算を算定する場合は、超過定員減算の適用について要件の緩和を行う。

＋２００単位
（７日間を

限度）

（３）　特定介護老人保健施設短期入所療養介護費

（２）　ユニット型介護
老人保健施設短期入
所療養介護費
（1日につき）

b.ユニット型介護老人保健
施設短期入所療養介護費
（ⅱ）
<ユニット型準個室>

（二）　ユニット型介護老人
保健施設短期入所療養介

護費（Ⅱ）
＜療養型老健：

看護職員を配置＞
b.ユニット型介護老人保健
施設短期入所療養介護費
（ⅱ）
<ユニット型準個室>

a.ユニット型介護老人保健施
設短期入所療養介護費
（ⅰ）
<ユニット型個室>

（１）　介護老人保健施
設短期入所療養介護

費
（1日につき）

（三）　ユニット型介護老人
保健施設短期入所療養介

護費（Ⅲ）
＜療養型老健：看護
オンコール体制＞

（一）　介護老人保健施設短
期入所療養介護費（Ⅰ）

b.介護老人保健施設短期入
所療養介護費（ⅱ）
＜多床室＞

（一）　ユニット型介護老人
保健施設短期入所療養介

護費（Ⅰ）

基本部分

注

＋２４０単位

＋２４単位

a.介護老人保健施設短期入
所療養介護費（ⅰ）
＜従来型個室＞

×９７／１００a.ユニット型介護老人保健施
設短期入所療養介護費
（ⅰ）
<ユニット型個室>

（６）　緊急時施設療養
費

（７）　サービス提供体
制強化加算

a.ユニット型介護老人保健施
設短期入所療養介護費
（ⅰ）
<ユニット型個室>

（５）　緊急短期入所ネットワーク加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５０単位を加算）

（４）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

注　療養体制維持特別加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき２７単位を加算）

注　特別療養費

片道につき
＋１８４単位

b.介護老人保健施設短期入
所療養介護費（ⅱ）
＜多床室＞

（二）　介護老人保健施設短
期入所療養介護費（Ⅱ）

＜療養型老健：看護職員を
配置＞

a.介護老人保健施設短期入
所療養介護費（ⅰ）
＜従来型個室＞

b.介護老人保健施設短期入
所療養介護費（ⅱ）
＜多床室＞

（三）　介護老人保健施設短
期入所療養介護費（Ⅲ）
＜療養型老健：看護オン

コール体制＞

a.介護老人保健施設短期入
所療養介護費（ⅰ）
＜従来型個室＞

＋１２０単位

＋６０単位

b.ユニット型介護老人保健
施設短期入所療養介護費
（ⅱ）
<ユニット型準個室>

×７０／１００ ×７０／１００ ＋３０単位

＋７６単位

×９７／１００

（三）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（二）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（一）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（二）　特定治療

（一）　緊急時治療管理
（1月に1回3日を限度に､1日につき５００単位を算定）

（三）　６時間以上８時間未満

（ニ）　４時間以上６時間未満

（一）　３時間以上４時間未満

介護　６



　ロ　療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職員
の勤務条件基
準を満たさない
場合

利用者の数及
び入院患者の
数の合計数が
入院患者の定
員を超える場合 又

は

看護・介護職員
の員数が基準
に満たない場合

又
は

看護師が基準
に定められた看
護職員の員数
に20/100を乗
じて得た数未満
の場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出
たもので、医師
の数が基準に
定められた医師
の員数に
60/100を乗じ
て得た数未満
である場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出
たもの以外で、
医師の数が基
準に定められた
医師の員数に
60/100を乗じ
て得た数未満
である場合

常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにおけ
る体制が未整
備である場合

廊下幅が設備
基準を満たさな
い場合

医師の配置に
ついて医療法
施行規則第４９
条の規定が適
用されている場
合

夜勤を行う職員
の勤務条件に
関する基準の
区分による加算

認知症行動・心
理症状緊急対
応加算

若年性認知症
利用者受入加
算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要介護１ （ ７１５ 単位）

要介護２ （ ８２５ 単位）

要介護３ （ １，０６３ 単位）

要介護４ （ １，１６４ 単位）

要介護５ （ １，２５５ 単位）

要介護１ （ ８４６ 単位）

要介護２ （ ９５６ 単位）

要介護３ （ １，１９４ 単位）

要介護４ （ １，２９５ 単位）

要介護５ （ １，３８６ 単位）

要介護１ （ ６５５ 単位）

要介護２ （ ７６４ 単位）

要介護３ （ ９２４ 単位）

要介護４ （ １，０８０ 単位）

要介護５ （ １，１２２ 単位）

要介護１ （ ７８６ 単位）

要介護２ （ ８９５ 単位）

要介護３ （ １，０５５ 単位）

要介護４ （ １，２１１ 単位）

要介護５ （ １，２５３ 単位）

要介護１ （ ６２５ 単位）

要介護２ （ ７３６ 単位）

要介護３ （ ８８７ 単位）

要介護４ （ １，０４４ 単位）

要介護５ （ １，０８５ 単位）

要介護１ （ ７５６ 単位）

要介護２ （ ８６７ 単位）

要介護３ （ １，０１８ 単位）

要介護４ （ １，１７５ 単位）

要介護５ （ １，２１６ 単位）

要介護１ （ ７１５ 単位）

要介護２ （ ８２５ 単位）

要介護３ （ ９７５ 単位）

要介護４ （ １，０６６ 単位）

要介護５ （ １，１５７ 単位）

要介護１ （ ８４６ 単位）

要介護２ （ ９５６ 単位）

要介護３ （ １，１０６ 単位）

要介護４ （ １，１９７ 単位）

要介護５ （ １，２８８ 単位）

要介護１ （ ７１５ 単位）

要介護２ （ ８２５ 単位）

要介護３ （ ９３３ 単位）

要介護４ （ １，０２４ 単位）

要介護５ （ １，１１５ 単位）

要介護１ （ ８４６ 単位）

要介護２ （ ９５６ 単位）

要介護３ （ １，０６４ 単位）

要介護４ （ １，１５５ 単位）

要介護５ （ １，２４６ 単位）

要介護１ （ ８４９ 単位）

要介護２ （ ９５９ 単位）

要介護３ （ １，１９７ 単位）

要介護４ （ １，２９８ 単位）

要介護５ （ １，３８９ 単位）

要介護１ （ ８４９ 単位）

要介護２ （ ９５９ 単位）

要介護３ （ １，１９７ 単位）

要介護４ （ １，２９８ 単位）

要介護５ （ １，３８９ 単位）

要介護１ （ ８４９ 単位）

要介護２ （ ９５９ 単位）

要介護３ （ １，１０９ 単位）

要介護４ （ １，２００ 単位）

要介護５ （ １，２９１ 単位）

要介護１ （ ８４９ 単位）

要介護２ （ ９５９ 単位）

要介護３ （ １，１０９ 単位）

要介護４ （ １，２００ 単位）

要介護５ （ １，２９１ 単位）

（ ６５０ 単位）

（ ９００ 単位）

（ １，２５０ 単位）

　：　特定診療費は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。

※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。
※　緊急短期入所ネットワーク加算を算定する場合は、超過定員減算の適用について要件の緩和を行う。

（三）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（二）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（一）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

×７０／１００

（一)　ユニット型病院療養病床経過型
短期入所療養介護費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（三）　６時間以上８時間未満

a.病院療養病床経過
型短期入所療養介護
費（ⅰ）
<従来型個室>

（５）　特定病院療養病床短期入所療
養介護費

（二)　ユニット型病院療養病床短期入
所療養介護費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

（二）　４時間以上６時間未満

（２）　病院療養病床
経過型短期入所療
養介護費
（１日につき）

（３）　ユニット型病
院療養病床短期入
所療養介護費
（１日につき）

（一）　３時間以上４時間未満

（二)　ユニット型病院療養病床経過型
短期入所療養介護費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

b.病院療養病床経過
型短期入所療養介護
費（ⅱ）
＜多床室＞

（一)　病院療養
病床経過型短
期入所療養介
護費（Ⅰ）
看護<6:1>
介護<4:1>

（二)　病院療養
病床経過型短
期入所療養介
護費（Ⅱ）
看護<8:1>
介護<4:1>

（一)　ユニット型病院療養病床短期入
所療養介護費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

a.病院療養病床経過
型短期入所療養介護
費（ⅰ）
<従来型個室>

基本部分

（１）　病院療養病床
短期入所療養介護
費
（１日につき）

b.病院療養病床短期
入所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

（三)　病院療養
病床短期入所
療養介護費
（Ⅲ）
看護<6:1>
介護<6:1>

a.病院療養病床短期
入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

b.病院療養病床短期
入所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

（一)　病院療養
病床短期入所
療養介護費
（Ⅰ）
看護<6:1>
介護<4:1>

a.病院療養病床短期
入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

（二)　病院療養
病床短期入所
療養介護費
（Ⅱ）
看護<6:1>
介護<5:1>

a.病院療養病床短期
入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

片道につき
＋１８４単位

×９０／１００

×９０／１００×９０／１００

注

×７０／１００

×９７／１００

夜間勤務等看
護（Ⅰ）

　＋２３単位

夜間勤務等看
護（Ⅱ）

　＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅲ）

　　 ＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅳ）
＋７単位

＋２００単位
（７日間を限

度））
－２５単位 ×７０／１００ －１２単位

病院療養病床
療養環境減算
　－２５単位

－１２単位

×９０／１００

＋１２０単位

＋６０単位

（６）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（８）　特定診療費

（７）　緊急短期入所ネットワーク加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５０単位を加算）

（９）　サービス提
供体制強化加算

（４）　ユニット型病
院療養病床経過型
短期入所療養介護
費
（１日につき）

b.病院療養病床短期
入所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

b.病院療養病床経過
型短期入所療養介護
費（ⅱ）
＜多床室＞

介護　７



　ハ　診療所における短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注
利用者の数及び入
院患者の数の合計
数が入院患者の定
員を超える場合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に配
置していない等ユ
ニットケアにおける体
制が未整備である場
合

廊下幅が設備基
準を満たさない場
合

認知症行動・心理
症状緊急対応加
算

若年性認知症利
用者受入加算

利用者に対して送
迎を行う場合

要介護１ （ ６９６ 単位）

要介護２ （ ７４８ 単位）

要介護３ （ ８００ 単位）

要介護４ （ ８５１ 単位）

要介護５ （ ９０３ 単位）

要介護１ （ ８２７ 単位）

要介護２ （ ８７９ 単位）

要介護３ （ ９３１ 単位）

要介護４ （ ９８２ 単位）

要介護５ （１，０３４ 単位）

要介護１ （ ６０６ 単位）

要介護２ （ ６５２ 単位）

要介護３ （ ６９８ 単位）

要介護４ （ ７４４ 単位）

要介護５ （ ７９０ 単位）

要介護１ （ ７３７ 単位）

要介護２ （ ７８３ 単位）

要介護３ （ ８２９ 単位）

要介護４ （ ８７５ 単位）

要介護５ （ ９２１ 単位）

要介護１ （ ８３０ 単位）

要介護２ （ ８８２ 単位）

要介護３ （ ９３４ 単位）

要介護４ （ ９８５ 単位）

要介護５ （１，０３７ 単位）

要介護１ （ ８３０ 単位）

要介護２ （ ８８２ 単位）

要介護３ （ ９３４ 単位）

要介護４ （ ９８５ 単位）

要介護５ （１，０３７ 単位）

（ ６５０ 単位）

（ ９００ 単位）

（１，２５０ 単位）

　：　特定診療費は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　緊急短期入所ネットワーク加算を算定する場合は、超過定員減算の適用について要件の緩和を行う。

×７０/１００

×９７／１００

片道につき
　＋１８４単位

診療所設備基準
減算

－６０単位

＋１２０単位

＋６０単位

基本部分

（２)　ユニット
型診療所短期
入所療養介護
費
（１日につき）

（一)　ユニット型診療所短期入所療養介護
費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（二)　ユニット型診療所短期入所療養介護
費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

（１）　診療所
短期入所療養
介護費
（１日につき）

（一）　診療所短
期入所療養介護
費（Ⅰ）
看護<6：1>  介
護<6：1>

a.診療所短期入所療養介
護費（ⅰ）
<従来型個室>

b.診療所短期入所療養介
護費（ⅱ）
<多床室>

a.診療所短期入所療養介
護費（ⅰ）
<従来型個室>

b.診療所短期入所療養介
護費（ⅱ）
<多床室>

（二)　診療所短
期入所療養介護
費（Ⅱ）
看護・介護
<3：１>

＋２００単位
（７日間を限度）

（二）　４時間以上６時間未満

（一）　３時間以上４時間未満
（３）　特定診療所短期入所療養
介護費

（三）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（二）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（一）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（三）　６時間以上８時間未満

（６）　特定診療費

（４）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （1日につき　２３単位を加算）

（５）　緊急短期入所ネットワーク加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （1日につき　５０単位を加算）

（７）　サービス提供体制強化
加算

介護　８



　ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費

注 注

利用者の数及び
入院患者の数の
合計数が入院患
者の定員を超える
場合

又
は

看護・介護職員の
員数が基準に満た
ない場合

又
は

看護師が基準に
定められた看護職
員の員数に
20/100を乗じて
得た数未満の場
合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たもの
で、医師の数が基
準に定められた医
師の員数に
60/100を乗じて
得た数未満である
場合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たもの
以外で、医師の数
が基準に定められ
た医師の員数に
60/100を乗じて
得た数未満である
場合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に
配置していない等
ユニットケアにおけ
る体制が未整備で
ある場合

利用者に対して送
迎を行う場合

要介護１ （ １，０４９ 単位）
要介護２ （ １，１１６ 単位）
要介護３ （ １，１８３ 単位）
要介護４ （ １，２５１ 単位）
要介護５ （ １，３１８ 単位）
要介護１ （ １，１６０ 単位）
要介護２ （ １，２２７ 単位）
要介護３ （ １，２９４ 単位）
要介護４ （ １，３６２ 単位）
要介護５ （ １，４２９ 単位）
要介護１ （ ９９１ 単位）
要介護２ （ １，０６２ 単位）
要介護３ （ １，１３２ 単位）
要介護４ （ １，２０３ 単位）
要介護５ （ １，２７３ 単位）
要介護１ （ １，１２２ 単位）
要介護２ （ １，１９３ 単位）
要介護３ （ １，２６３ 単位）
要介護４ （ １，３３４ 単位）
要介護５ （ １，４０４ 単位）
要介護１ （ ９６２ 単位）
要介護２ （ １，０３１ 単位）
要介護３ （ １，０９９ 単位）
要介護４ （ １，１６８ 単位）
要介護５ （ １，２３６ 単位）
要介護１ （ １，０９３ 単位）
要介護２ （ １，１６２ 単位）
要介護３ （ １，２３０ 単位）
要介護４ （ １，２９９ 単位）
要介護５ （ １，３６７ 単位）
要介護１ （ ９４６ 単位）
要介護２ （ １，０１３ 単位）
要介護３ （ １，０８０ 単位）
要介護４ （ １，１４８ 単位）
要介護５ （ １，２１５ 単位）
要介護１ （ １，０７７ 単位）
要介護２ （ １，１４４ 単位）
要介護３ （ １，２１１ 単位）
要介護４ （ １，２７９ 単位）
要介護５ （ １，３４６ 単位）
要介護１ （ ８８４ 単位）
要介護２ （ ９５１ 単位）
要介護３ （ １，０１８ 単位）
要介護４ （ １，０８６ 単位）
要介護５ （ １，１５３ 単位）
要介護１ （ ９９５ 単位）
要介護２ （ １，０６２ 単位）
要介護３ （ １，１２９ 単位）
要介護４ （ １，１９７ 単位）
要介護５ （ １，２６４ 単位）
要介護１ （ ７８６ 単位）
要介護２ （ ８５３ 単位）
要介護３ （ ９２０ 単位）
要介護４ （ ９８８ 単位）
要介護５ （ １，０５５ 単位）
要介護１ （ ９１７ 単位）
要介護２ （ ９８４ 単位）
要介護３ （ １，０５１ 単位）
要介護４ （ １，１１９ 単位）
要介護５ （ １，１８６ 単位）
要介護１ （ １，１６３ 単位）
要介護２ （ １，２３０ 単位）
要介護３ （ １，２９７ 単位）
要介護４ （ １，３６５ 単位）
要介護５ （ １，４３２ 単位）
要介護１ （ １，１６３ 単位）
要介護２ （ １，２３０ 単位）
要介護３ （ １，２９７ 単位）
要介護４ （ １，３６５ 単位）
要介護５ （ １，４３２ 単位）
要介護１ （ １，１２５ 単位）
要介護２ （ １，１９６ 単位）
要介護３ （ １，２６６ 単位）
要介護４ （ １，３３７ 単位）
要介護５ （ １，４０７ 単位）
要介護１ （ １，１２５ 単位）
要介護２ （ １，１９６ 単位）
要介護３ （ １，２６６ 単位）
要介護４ （ １，３３７ 単位）
要介護５ （ １，４０７ 単位）

（ ６５０ 単位）

（ ９００ 単位）

（ １，２５０ 単位）

　：　特定診療費は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　緊急短期入所ネットワーク加算を算定する場合は、超過定員減算の適用について要件の緩和を行う。

（４）　特定認知症疾
患型短期入所療養
介護費

（５）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（三）　６時間以上８時間未満

（二）　４時間以上６時間未満

（一）　３時間以上４時間未満

（１）　認知症疾
患型短期入所
療養介護費
（１日につき）

（一)　認知症
疾患型短期入
所療養介護費
（Ⅰ）
看護<3：1>
介護<6：1>

大
学
病
院

b.ユニット型認知症
疾患型短期入所療
養介護費（ⅱ）
<ユニット型準個室>

（２）　認知症疾
患型経過型短
期入所療養介

護費
（１日につき）

（一）認知症疾患型経過型短期入所療
養介護費（Ⅰ）
<従来型個室>

（二）認知症疾患型経過型短期入所療
養介護費（Ⅱ）
<多床室>

一
般
病
棟

b.認知症疾患型短
期入所療養介護費
（ⅱ）
<多床室>

a.認知症疾患型短
期入所療養介護費
（ⅰ）
<従来型個室>

基本部分

（二)　認知症
疾患型短期入
所療養介護費
（Ⅱ）
看護<4：1>
介護<4：1>

大
学
病
院

a.認知症疾患型短
期入所療養介護費
（ⅰ）
<従来型個室>

b.認知症疾患型短
期入所療養介護費
（ⅱ）
<多床室>

（６）　緊急短期入所ネットワーク加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　            　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５０単位を加算）

a.認知症疾患型短
期入所療養介護費
（ⅰ）
<従来型個室>

（五)　認知症
疾患型短期入
所療養介護費
（Ⅴ）
　
経過措置型

（三)　認知症
疾患型短期入
所療養介護費
（Ⅲ）
看護<4：1>
介護<5：1>

b.認知症疾患型短
期入所療養介護費
（ⅱ）
<多床室>

b.認知症疾患型短
期入所療養介護費
（ⅱ）
<多床室>

（四)　認知症
疾患型短期入
所療養介護費
（Ⅳ）
看護<4：1>
介護<6：1>

a.認知症疾患型短
期入所療養介護費
（ⅰ）
<従来型個室>

a.認知症疾患型短
期入所療養介護費
（ⅰ）
<従来型個室>

b.認知症疾患型短
期入所療養介護費
（ⅱ）
<多床室>

（三）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（二）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（一）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（７）　特定診療費

（８）　サービス提供
体制強化加算

aユニット型.認知症
疾患型短期入所療
養介護費（ⅰ）
<ユニット型個室>

一
般
病
棟

（３）　ユニット型
認知症疾患型
短期入所療養
介護費
（１日につき） （二)　ユニット

型認知症疾患
型
短期入所療養
介護費（Ⅱ）

b.ユニット型認知症
疾患型短期入所療
養介護費（ⅱ）
<ユニット型準個室>

a.ユニット型認知症
疾患型短期入所療
養介護費（ⅰ）
<ユニット型個室>

（一)　ユニット
型認知症疾患
型
短期入所療養
介護費（Ⅰ）

片道につき
　＋１８４単位

×９７／１００

×９０／１００

×９０／１００

×７０／１００

×７０／１００

×９０／１００

×９０／１００

注

×７０／１００ －１２単位

　介護　９



１０　特定施設入居者生活介護費

注 注 注 注 注 注

看護・介護職
員の員数が基
準に満たない
場合

介護職員の
員数が基準
に満たない場
合

個別機能訓
練加算

夜間看護体
制加算

医療機関連
携加算

障害者等支
援加算

要介護１ （ ５７１ 単位）

要介護２ （ ６４１ 単位）

要介護３ （ ７１１ 単位）

要介護４ （ ７８０ 単位）

要介護５ （ ８５１ 単位）

・訪問介護

・身体介護 所要時間15分未満の場合　99単位

所要時間15分以上30分未満の場合　198単位

所要時間30分以上１時間30分未満の場合　270単位に所要時
間30分から計算して所要時間が15分増すごとに90単位を加算
所要時間１時間30分以上の場合　577単位に所要時間１時間
30分から計算して所要時間が15分増すごとに37単位を加算した

・生活援助 所要時間15分未満の場合　50単位

所要時間15分以上１時間未満の場合　99単位に所要時間15
分から計算して所要時間が15分増すごとに50単位を加算した単
所要時間１時間以上１時間15分未満の場合　225単位

所要時間１時間15分以上の場合　270単位

・通院等乗降介助 １回につき　９０単位

・他の訪問系サービス及び通所系サービス

　通常の各サービスの基本部分の報酬単位の　９０／１００

・福祉用具貸与

※限度額 要介護１ １７，３５８単位
要介護２ １９，４８６単位
要介護３ ２１，６１４単位
要介護４ ２３，７１２単位
要介護５ ２５，８７０単位

１１　福祉用具貸与費

基本部分

車いす

車いす付属品

特殊寝台

体位変換器

手すり

スロープ

歩行器

歩行補助つえ

移動用リフト

委託先である指定居宅サービス事業者により居宅サービスが行われる場合

交通費に相当する額の１／３に相当
する額を事業所の所在地に適用され
る１単位の単価で除して得た単位数
を加算
（個々の用具ごとに貸与費の１／３を
限度）

中山間地域等に居住する者への
サービス提供加算

注

１月につき
＋８０単位

１日につき
＋２０単位

イ　特定施設入居者生活介護費
（１日につき）

1日につき
＋１２単位

注

ロ　外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費
　　　（１日につき　８７単位）

基本部分

交通費に相当する額の２／３に相
当する額を事業所の所在地に適
用される１単位の単価で除して得
た単位数を加算
（個々の用具ごとに貸与費の２／
３を限度）

中山間地域等における小規模事
業所加算

床ずれ防止用具

注

認知症老人徘徊感知機器

特殊寝台付属品

特別地域福祉用具貸与加算

交通費に相当する額を事業所の所
在地に適用される１単位の単価で
除して得た単位数を加算
（個々の用具ごとに貸与費の１００
／１００を限度）

1日につき
＋１０単位

　：　特別地域福祉用具貸与加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、支給限度額
管理の対象外の算定項目

　福祉用具貸与費
（現に指定福祉用具貸与に要し
た費用の額を当該事業所の所
在地に適用される１単位の単価
で除して得た単位数）

※　要介護１の者については、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトを算
定しない。（ただし、別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く。）

×７０／１００

×７０／１００

注

　通常の福祉用具貸与と同様

※ただし、基本部分も含めて要介護度別に定める限度を上限とする。

　

介護　１０



Ⅱ　指定居宅介護支援介護給付費単位数の算定構造

居宅介護支援費

注 注 注 注 注

運営基準減算 特別地域居宅介
護支援加算

中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

特定事業所集中
減算

要介護１・２ （ ５００単位 ）

要介護３・４・５ （ ６５０単位 ）

要介護１・２ （ ３００単位 ）

要介護３・４・５ （ ３９０単位 ）

（１）　特定事業所加算（Ⅰ）

（２）　特定事業所加算（Ⅱ）

（１）　退院・退所加算（Ⅰ）

（２）　退院・退所加算（Ⅱ）

※居宅介護支援費（Ⅱ）・（Ⅲ）については、介護支援専門員１人当たりの取扱件数が４０件以上６０件未満及び６０件以上の場合、４０件以上の部分について算定する。

（１月につき　＋１５０単位）

（１月につき　＋５００単位）

（１月につき　＋３００単位）

（１月につき　＋１５０単位）

                    （　＋６００単位）

                    （　＋４００単位）

　　　　　　（　＋３００単位）

基本部分

ト　独居高齢者加算

ヘ　認知症加算

（運営基準減算の場
合）

×７０／１００

（運営基準減算が２月
以上継続している場合）

×５０／１００

チ　小規模多機能型居宅介護事業所連携加算

（１月につき　＋１５０単位）

（１月につき　＋３００単位）

ホ　退院・退所加算

ニ　医療連携加算

ハ　特定事業所加算

ロ　初回加算

（１）　居宅介護支援費（Ⅰ）

　要介護１・２　　  （１，０００単位）
　要介護３・４・５　（１，３００単位）

イ　居宅介護支援費
（１月につき）

（３）　居宅介護支援費（Ⅲ）
　（※）

（２）　居宅介護支援費（Ⅱ）
　（※）

１月につき
－２００単位

＋５／１００＋１０／１００＋１５／１００

介護　１１



Ⅲ　指定施設サービス等介護給付費単位数の算定構造

１　介護福祉施設サービス

注 注 注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

入所者の数が
入所定員を超
える場合

又
は

介護・看護職
員又は介護支
援専門員の員
数が基準に満
たない場合

常勤のユニッ
トリーダーをユ
ニット毎に配
置していない
等ユニットケア
における体制
が未整備であ
る場合

日常生活継
続支援加算

看護体制加算
（Ⅰ）

看護体制加算
（Ⅱ）

夜勤職員配置
加算

準ユニットケア
加算

個別機能訓練
加算

若年性認知症
入所者受入加
算

専従の常勤医
師を配置して
いる場合

精神科医師に
よる療養指導
が月2回以上
行われている
場合

専従の障害
者生活支援
員を配置して
いる場合

要介護１ （ ５８９ 単位）

要介護２ （ ６６０ 単位）

要介護３ （ ７３０ 単位）

要介護４ （ ８０１ 単位）

要介護５ （ ８７１ 単位）

要介護１ （ ６５１ 単位）

要介護２ （ ７２２ 単位）

要介護３ （ ７９２ 単位）

要介護４ （ ８６３ 単位）

要介護５ （ ９３３ 単位）

要介護１ （ ７５３ 単位）

要介護２ （ ８２０ 単位）

要介護３ （ ８８８ 単位）

要介護４ （ ９５５ 単位）

要介護５ （ １，０２２ 単位）

要介護１ （ ８１５ 単位）

要介護２ （ ８８２ 単位）

要介護３ （ ９５０ 単位）

要介護４ （ １，０１７ 単位）

要介護５ （ １，０８４ 単位）

要介護１ （ ５８９ 単位）

要介護２・３ （ ６９９ 単位）

要介護４・５ （ ８３６ 単位）

要介護１ （ ６５１ 単位）

要介護２・３ （ ７６１ 単位）

要介護４・５ （ ８９８ 単位）

要介護１ （ ７５３ 単位）

要介護２・３ （ ８５７ 単位）

要介護４・５ （ ９８８ 単位）

要介護１ （ ８１５ 単位）

要介護２・３ （ ９１９ 単位）

要介護４・５ （ １，０５０ 単位）

要介護１ （ ６６９ 単位）

要介護２ （ ７４０ 単位）

要介護３ （ ８１０ 単位）

要介護４ （ ８８１ 単位）

要介護５ （ ９４１ 単位）

要介護１ （ ６６９ 単位）

要介護２ （ ７４０ 単位）

要介護３ （ ８１０ 単位）

要介護４ （ ８８１ 単位）

要介護５ （ ９４１ 単位）

要介護１ （ ８２０ 単位）

要介護２ （ ８８７ 単位）

要介護３ （ ９５５ 単位）

要介護４ （ １，０２２ 単位）

要介護５ （ １，０８９ 単位）

要介護１ （ ８２０ 単位）

要介護２ （ ８８７ 単位）

要介護３ （ ９５５ 単位）

要介護４ （ １，０２２ 単位）

要介護５ （ １，０８９ 単位）

要介護１ （ ６６９ 単位）

要介護２・３ （ ７６９ 単位）

要介護４・５ （ ９０６ 単位）

要介護１ （ ６６９ 単位）

要介護２・３ （ ７６９ 単位）

要介護４・５ （ ９０６ 単位）

要介護１ （ ８２０ 単位）

要介護２・３ （ ９２４ 単位）

要介護４・５ （ １，０５５ 単位）

要介護１ （ ８２０ 単位）

要介護２・３ （ ９２４ 単位）

要介護４・５ （ １，０５５ 単位）

（１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

カ　サービス提供体制強
化加算

注　外泊時費用

（２）　経口維持加算（Ⅱ）　　　　　　（５単位）

（２）　退所時相談援助加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位）

（３）　退所前連携加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

ハ　初期加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

（１）　退所前後訪問相談援助加算
　　（入所中１回（又は２回）、退所後１回を限度に４６０単位を算定）

（１）認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　３単位を加算）

（３）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

基本部分

b ユニット型小規模旧措
置入所者介護福祉施設
サービス費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

（一）　介護
福祉施設
サービス費

ａ　介護福祉施設サービ
ス費（Ⅰ）
<従来型個室>

ト　経口維持加算（１日に
つき）

（１）　経口維持加算（Ⅰ）　　　　　（２８単位）

ホ　栄養マネジメント加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１４単位を加算）

ヘ　経口移行加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）

（２）　旧措
置入所者
介護福祉
施設サービ
ス費（1日
につき）

ニ　退所時等
相談援助加
算

b ユニット型介護福祉施
設サービス費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

（一）　ユニッ
ト型旧措置入
所者介護福
祉施設サー
ビス費

a ユニット型旧措置入所
者介護福祉施設サービ
ス費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

b ユニット型旧措置入所
者介護福祉施設サービ
ス費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

ロ
　
ユ
ニ

ッ
ト
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
介
護
福
祉
施
設
サ
ー

ビ
ス

a ユニット型小規模介護
福祉施設サービス費
（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（二）　小規
模旧措置入
所者介護福
祉施設サー
ビス費

注

（２）　ユ
ニット型旧
措置入所
者介護福
祉施設
サービス費
（１日につ
き）

ｂ　小規模旧措置入所者介
護福祉施設サービス費（Ⅱ）
<多床室>

（１）　ユ
ニット型介
護福祉施
設サービス
費（1日に
つき）

（一）　旧措
置入所者介
護福祉施設
サービス費

＋５単位＋２５単位＋１２０単位

入所定員31
人以上50人

以下
２２単位

入所定員30
人又は51人

以上
１３単位

入所定員31
人以上50人

以下
２７単位

入所定員30
人又は51人

以上
１８単位

（２）　死亡日以前２日又は３日
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６８０単位を加算）

＋２６単位

ｂ　介護福祉施設サービ
ス費（Ⅱ）
<多床室>

＋５単位

×９７／１０
０

b ユニット型小規模介護
福祉施設サービス費
（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

ａ　小規模旧措置入所者介
護福祉施設サービス費（Ⅰ）
<従来型個室>

×７０／１００ ×７０／１００ ＋１２単位

注

チ　口腔機能維持管理加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　３０単位を加算）

注　身体拘束廃止未実施減算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５単位を減算）

（１）　介護
福祉施設
サービス費
（1日につ
き）

（二）　小規
模介護福祉
施設サービス
費

ａ　旧措置入所者介護福
祉施設サービス費（Ⅰ）
<従来型個室>

ｂ　旧措置入所者介護福
祉施設サービス費（Ⅱ）
<多床室>

入所定員31
人以上50人

以下
６単位

入所定員30
人又は51人

以上
４単位

a ユニット型小規模旧措
置入所者介護福祉施設
サービス費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（一）　ユニッ
ト型介護福祉
施設サービス
費

ｂ　小規模介護福祉施設
サービス費（Ⅱ）
<多床室>

ワ　認知症専門ケア加算

（２）認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　４単位を加算）

入所定員31
人以上50人

以下
１３単位

入所定員30
人又は51人

以上
８単位

ル　在宅復帰支援機能加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

ヲ　在宅・入所相互利用加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

リ　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（１）　死亡日以前４日以上30日以下
　　 　　　　　　　　　 （１日につき　８０単位を加算）

（３）　死亡日
　　　　　　　　　　　　（１日につき　１，２８０単位を加算）

ヌ　看取り介護加算

注
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

注
入所者及びその家族等に対して退所後の相談援助を行い、かつ市町村及び老人介護支援センターに対して必要な情報を提供した場合

入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき２４６単位を算定

イ
　
介
護
福
祉
施
設
サ
ー

ビ
ス

ａ　小規模介護福祉施設
サービス費（Ⅰ）
<従来型個室>

＋２２単位×９７／１００

（二）　ユニッ
ト型小規模旧
措置入所者
介護福祉施
設サービス費

a ユニット型介護福祉施
設サービス費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（二）　ユニッ
ト型小規模介
護福祉施設
サービス費

介護　１２



２　介護保健施設サービス

注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

入所者の数が
入所定員を超
える場合

又
は

医師、看護職
員、介護職
員、理学療法
士、作業療法
士、言語聴覚
士又は介護支
援専門員の員
数が基準に満
たない場合

常勤のユニッ
トリーダーを
ユニット毎に
配置していな
い等ユニット
ケアにおける
体制が未整備
である場合

夜勤職員配置
加算

短期集中リハ
ビリテーション
実施加算

認知症短期集
中リハビリテー
ション実施加
算

認知症ケア加
算

若年性認知症
入所者受入加
算

要介護１ （ ７３４ 単位）

要介護２ （ ７８３ 単位）

要介護３ （ ８３６ 単位）

要介護４ （ ８９０ 単位）

要介護５ （ ９４３ 単位）

要介護１ （ ８１３ 単位）

要介護２ （ ８６２ 単位）

要介護３ （ ９１５ 単位）

要介護４ （ ９６９ 単位）

要介護５ （ １，０２２ 単位）

要介護１ （ ７３５ 単位）

要介護２ （ ８１８ 単位）

要介護３ （ ９３３ 単位）

要介護４ （ １，００９ 単位）

要介護５ （ １，０８５ 単位）

要介護１ （ ８１４ 単位）

要介護２ （ ８９７ 単位）

要介護３ （ １，０１２ 単位）

要介護４ （ １，０８８ 単位）

要介護５ （ １，１６４ 単位）

要介護１ （ ７３５ 単位）

要介護２ （ ８１２ 単位）

要介護３ （ ９０６ 単位）

要介護４ （ ９８２ 単位）

要介護５ （ １，０５８ 単位）

要介護１ （ ８１４ 単位）

要介護２ （ ８９１ 単位）

要介護３ （ ９８５ 単位）

要介護４ （ １，０６１ 単位）

要介護５ （ １，１３７ 単位）

要介護１ （ ８１６ 単位）

要介護２ （ ８６５ 単位）

要介護３ （ ９１８ 単位）

要介護４ （ ９７２ 単位）

要介護５ （ １，０２５ 単位）

要介護１ （ ８１６ 単位）

要介護２ （ ８６５ 単位）

要介護３ （ ９１８ 単位）

要介護４ （ ９７２ 単位）

要介護５ （ １，０２５ 単位）

要介護１ （ ８９６ 単位）

要介護２ （ ９７９ 単位）

要介護３ （ １，０９４ 単位）

要介護４ （ １，１７０ 単位）

要介護５ （ １，２４６ 単位）

要介護１ （ ８９６ 単位）

要介護２ （ ９７９ 単位）

要介護３ （ １，０９４ 単位）

要介護４ （ １，１７０ 単位）

要介護５ （ １，２４６ 単位）

要介護１ （ ８９６ 単位）

要介護２ （ ９７３ 単位）

要介護３ （ １，０６７ 単位）

要介護４ （ １，１４３ 単位）

要介護５ （ １，２１９ 単位）

要介護１ （ ８９６ 単位）

要介護２ （ ９７３ 単位）

要介護３ （ １，０６７ 単位）

要介護４ （ １，１４３ 単位）

要介護５ （ １，２１９ 単位）

（１）　経口維持加算（Ⅰ）　　　　　　　（２８単位）

ヌ　在宅復帰支援機能加算

（１）　緊急時治療管理
　　　（1月に1回3日を限度に､1日につき５００単位を算定）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（２）認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　４単位を加算）

（１）認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３単位を加算）

リ　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

ワ　認知症情報提供加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回あたり　３５０単位を加算）

（２）　在宅復帰支援機能加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　５単位を加算）

（１）　在宅復帰支援機能加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１５単位を加算）

注　身体拘束廃止未実施減算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５単位を減算）

イ　介護保健施
設サービス費
（1日につき）

（２）　介護保健施設
サービス費（Ⅱ）

＜療養型老健：看護
職員を配置＞

（一）　ユニット型介護保健施設
サービス費（ⅰ）
＜ユニット型個室＞

ロ　ユニット型介
護保健施設サー

ビス費
（1日につき） （二）　ユニット型介護保健施設

サービス費（ⅱ）
＜ユニット型準個室＞

（二）　ユニット型介護保健施設
サービス費（ⅱ）
＜ユニット型準個室＞

（二）　ユニット型介護保健施設
サービス費（ⅱ）
＜ユニット型準個室＞

（一）　介護保健施設サービス費
（ⅰ）
＜従来型個室＞

（一）　介護保健施設サービス費
（ⅰ）
＜従来型個室＞

カ　サービス提供体制強化加算

（２）　ユニット型介護
保健施設サービス費

（Ⅱ）
＜療養型老健：看護

職員を配置＞

（１）　介護保健施設
サービス費（Ⅰ）

（３）　介護保健施設
サービス費（Ⅲ）

＜療養型老健：看護
オンコール体制＞

（１）　ユニット型介護
保健施設サービス費

（Ⅰ）

（一）　ユニット型介護保健施設
サービス費（ⅰ）
＜ユニット型個室＞

（一）　介護保健施設サービス費
（ⅰ）
＜従来型個室＞

（二）　介護保健施設サービス費
（ⅱ）
＜多床室＞

（二）　介護保健施設サービス費
（ⅱ）
＜多床室＞

※　ＰＴ・ＯＴ・ＳＴによる人員配置減算を適用する場合には、短期集中リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーション実施加算を適用しない。

ヲ　認知症専門ケア加算

ル　緊急時施設療養費

（２）　特定治療

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

×９７／１００

注

基本部分

（二）　介護保健施設サービス費
（ⅱ）
＜多床室＞

１日につき
＋２４単位

1日につき
＋２４０単位

（３）　ユニット型介護
保健施設サービス費

（Ⅲ）
＜療養型老健：看護
オンコール体制＞

（一）　ユニット型介護保健施設
サービス費（ⅰ）
＜ユニット型個室＞

1日につき
＋１２０単位

1日につき
＋２４０単位
（週３日を限

度）

×９７／１００

1日につき
＋７６単位

×７０／１００ ×７０／１００

入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき３６２単位を算定

注　ターミナルケア加算

（１）　死亡日以前15日以上30日以下
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　２００単位を加算）

（２）　死亡日以前14日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　 ３１５単位を加算）

注　外泊時費用

注　特別療養費

チ　口腔機能維持管理加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　３０単位を加算）

ハ　初期加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

ホ　栄養マネジメント加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１４単位を加算）

（三）　退所時情報提供加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

ヘ　経口移行加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）

ニ　退所時指導
等加算

注　療養体制維持特別加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　２７単位を加算）

ト　経口維持加算（１日につき）
（２）　経口維持加算（Ⅱ）　　　　　　　　（５単位）

（２）　老人訪問看護指示加算
　　　（入所者1人につき1回を限度として３００単位を算定）

注
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

注
退所後の主治医に対して診療情報を提供した場合

注
入所期間が１月を超える入所者が退所又は試行的に退所する場合において、当該入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合

（１）　退所時等指導加
算

（一）　退所前後訪問指導加算
　（入所中1回（又は2回）、退所後1回を限度に、４６０単位を算
定）

（二）　退所時指導加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位）

（四）　退所前連携加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

介護　１３



３　介護療養施設サービス
　イ　療養病床を有する病院における介護療養施設サービス

注 注 注 注 注

夜勤を行う職員の
勤務条件基準を
満たさない場合

入院患者の数が
入院患者の定員を
超える場合

又
は

看護・介護職員の
員数が基準に満た
ない場合

又
は

介護支援専門員
の員数が基準に満
たない場合

又
は

看護師が基準に定
められた看護職員
の員数に20/100
を乗じて得た数未
満の場合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たもの
で、医師の数が基
準に定められた医
師の員数に
60/100を乗じて
得た数未満である
場合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たもの
以外で、医師の数
が基準に定められ
た医師の員数に
60/100を乗じて
得た数未満である
場合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に
配置していない等
ユニットケアにおけ
る体制が未整備で
ある場合

廊下幅が設備基
準を満たさない場
合

医師の配置につ
いて医療法施行
規則第４９条の規
定が適用されて
いる場合

夜勤を行う職員の
勤務条件に関する
基準の区分による
加算

若年性認知症患
者受入加算

要介護１ （ ６８３ 単位）

要介護２ （ ７９３ 単位）

要介護３ （ １，０３１ 単位）

要介護４ （ １，１３２ 単位）

要介護５ （ １，２２３ 単位）

要介護１ （ ７９４ 単位）

要介護２ （ ９０４ 単位）

要介護３ （ １，１４２ 単位）

要介護４ （ １，２４３ 単位）

要介護５ （ １，３３４ 単位）

要介護１ （ ６２３ 単位）

要介護２ （ ７３２ 単位）

要介護３ （ ８９２ 単位）

要介護４ （ １，０４８ 単位）

要介護５ （ １，０９０ 単位）

要介護１ （ ７３４ 単位）

要介護２ （ ８４３ 単位）

要介護３ （ １，００３ 単位）

要介護４ （ １，１５９ 単位）

要介護５ （ １，２０１ 単位）

要介護１ （ ５９３ 単位）

要介護２ （ ７０４ 単位）

要介護３ （ ８５５ 単位）

要介護４ （ １，０１２ 単位）

要介護５ （ １，０５３ 単位）

要介護１ （ ７０４ 単位）

要介護２ （ ８１５ 単位）

要介護３ （ ９６６ 単位）

要介護４ （ １，１２３ 単位）

要介護５ （ １，１６４ 単位）

要介護１ （ ６８３ 単位）

要介護２ （ ７９３ 単位）

要介護３ （ ９４３ 単位）

要介護４ （ １，０３４ 単位）

要介護５ （ １，１２５ 単位）

要介護１ （ ７９４ 単位）

要介護２ （ ９０４ 単位）

要介護３ （ １，０５４ 単位）

要介護４ （ １，１４５ 単位）

要介護５ （ １，２３６ 単位）

要介護１ （ ６８３ 単位）

要介護２ （ ７９３ 単位）

要介護３ （ ９０１ 単位）

要介護４ （ ９９２ 単位）

要介護５ （ １，０８３ 単位）

要介護１ （ ７９４ 単位）

要介護２ （ ９０４ 単位）

要介護３ （ １，０１２ 単位）

要介護４ （ １，１０３ 単位）

要介護５ （ １，１９４ 単位）

要介護１ （ ７９７ 単位）

要介護２ （ ９０７ 単位）

要介護３ （ １，１４５ 単位）

要介護４ （ １，２４６ 単位）

要介護５ （ １，３３７ 単位）

要介護１ （ ７９７ 単位）

要介護２ （ ９０７ 単位）

要介護３ （ １，１４５ 単位）

要介護４ （ １，２４６ 単位）

要介護５ （ １，３３７ 単位）

要介護１ （ ７９７ 単位）

要介護２ （ ９０７ 単位）

要介護３ （ １，０５７ 単位）

要介護４ （ １，１４８ 単位）

要介護５ （ １，２３９ 単位）

要介護１ （ ７９７ 単位）

要介護２ （ ９０７ 単位）

要介護３ （ １，０５７ 単位）

要介護４ （ １，１４８ 単位）

要介護５ （ １，２３９ 単位）

※　医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。

※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。

（1２）　在宅復帰支援機能加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

（１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（１０）　口腔機能維持管理加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　３０単位を加算）

－１２単位－２５単位

注　身体拘束廃止未実施減算　　（1日につき　５単位を減算）

注　外泊時費用

注　他科受診時費用

d 退院前連携加算
　　　　　　　　　　　　（５００単位）

c 退院時情報提供加算
　　　　　　　　　　　　（５００単位）

（1３）　特定診療費

（１５）　サービス提供体
制強化加算

（１４）　認知症専門ケア
加算

（２）認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　（1日につき　４単位を加算）

（１）認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　（1日につき　３単位を加算）

（３）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

×９０／１００

病院療養病床
療養環境減算
　－２５単位

×９７／１００

－１２単位

×９０／１００ ×９０／１００

b.療養型介護療養施設
サービス費（ⅱ）
<多床室>

×７０／１００

（一）　ユニット型療養型経過型介護
療養施設サービス費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

b.療養型介護療養施設
サービス費（ⅱ）
<多床室>

a.療養型介護療養施設
サービス費（ⅰ）
<従来型個室>

（三）　療養
型介護療養
施設サービ
ス費（Ⅲ）
看護<6:1>
介護<6:1>

（二）　ユニット型療養型経過型介護
療養施設サービス費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

（二）　ユニット型療養型介護療養施
設サービス費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

（一）　ユニット型療養型介護療養施
設サービス費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

a.療養型経過型介護療
養施設サービス費（ⅰ）
<従来型個室>

（二）　療養
型経過型介
護療養施設
サービス費
（Ⅱ）
看護<8:1>
介護<4:1>

（一）　療養
型経過型介
護療養施設
サービス費
（Ⅰ）
看護<6:1>
介護<4:1>

a.療養型経過型介護療
養施設サービス費（ⅰ）
<従来型個室>

b.療養型経過型介護療
養施設サービス費（ⅱ）
<多床室>

b.療養型経過型介護療
養施設サービス費（ⅱ）
<多床室>

基本部分

（８）　経口移行加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）

（９）　経口維持加算（１
日につき）

（１）　経口維持加算（Ⅰ）　　（２８単位）

（２）　経口維持加算（Ⅱ）　　　（５単位）

注　試行的退院サービス費

（３）　ユ
ニット型療
養型介護
療養施設
サービス費
（１日につ
き）

注

（一）　療養
型介護療養
施設サービ
ス費（Ⅰ）
看護<6:1>
介護<4:1>

a.療養型介護療養施設
サービス費（ⅰ）
<従来型個室>

＋１２０単位

注
居宅介護支援事業者と退院前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

注
退院後の主治医に対して診療情報を提供した場合

注
入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合

入院患者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合、１月に４日を限度として所定単位数に代えて１日につき３６２単位を算定

入院患者に対して居宅における試行的退院を認めた場合、１月につき６日を限度として１日につき８００単位を算定　（(2)及び(4)の基本単価に限る。）

入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき３６２単位を算定

夜間勤務等看
護（Ⅰ）

　＋２３単位

夜間勤務等看
護（Ⅱ）

　＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅲ）

　　 ＋１４単位

夜間勤務等看
護（Ⅳ）
＋７単位

×７０／１００

×９０／１００

（５）　初期加算　　　　　　　　（1日につき　＋３０単位）

（６）　退院
時指導等
加算

×７０／１００

×７０／１００

（２）　療養
型経過型
介護療養
施設サービ
ス費
（１日につ
き）

（１）　療養
型介護療
養施設
サービス費
（１日につ
き）

（４）　ユ
ニット型療
養型経過
型介護療
養施設
サービス費
（１日につ
き）

（二）　療養
型介護療養
施設サービ
ス費（Ⅱ）
看護<6:1>
介護<5:1>

b.療養型介護療養施設
サービス費（ⅱ）
<多床室>

a.療養型介護療養施設
サービス費（ⅰ）
<従来型個室>

（７）　栄養マネジメント加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１４単位を加算）

（１１）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（一）　退院
時等指導加
算

a 退院前後訪問指導加算
　（入院中1回（又は2回）、退院後1回を限度に、４６０単
位を算定）

b 退院時指導加算
　　　　　　　　　　　　（４００単位）

（二）　老人訪問看護指示加算
　　（入院患者１人につき１回を限度として
　　　３００単位算定）

介護　１４



  ロ　療養病床を有する診療所における介護療養施設サービス

注 注 注 注

入院患者の数が入院患
者の定員を超える場合

常勤のユニットリーダー
をユニット毎に配置して
いない等ユニットケアに
おける体制が未整備で
ある場合

廊下幅が設備基準を満
たさない場合

若年性認知症患者受入
加算

要介護１ （ ６６４ 単位）

要介護２ （ ７１６ 単位）

要介護３ （ ７６８ 単位）

要介護４ （ ８１９ 単位）

要介護５ （ ８７１ 単位）

要介護１ （ ７７５ 単位）

要介護２ （ ８２７ 単位）

要介護３ （ ８７９ 単位）

要介護４ （ ９３０ 単位）

要介護５ （ ９８２ 単位）

要介護１ （ ５７４ 単位）

要介護２ （ ６２０ 単位）

要介護３ （ ６６６ 単位）

要介護４ （ ７１２ 単位）

要介護５ （ ７５８ 単位）

要介護１ （ ６８５ 単位）

要介護２ （ ７３１ 単位）

要介護３ （ ７７７ 単位）

要介護４ （ ８２３ 単位）

要介護５ （ ８６９ 単位）

要介護１ （ ７７８ 単位）

要介護２ （ ８３０ 単位）

要介護３ （ ８８２ 単位）

要介護４ （ ９３３ 単位）

要介護５ （ ９８５ 単位）

要介護１ （ ７７８ 単位）

要介護２ （ ８３０ 単位）

要介護３ （ ８８２ 単位）

要介護４ （ ９３３ 単位）

要介護５ （ ９８５ 単位）

（１２）　認知症専門ケア加算

（２）認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　（1日につき　４単位を加算）

（１）認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３単位を加算）

（３）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（１３）　サービス提供体制強化加算

（1１）　特定診療費

（１０）　在宅復帰支援機能加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

（２）　経口維持加算（Ⅱ）　　　　（５単位）

（９）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（７）　経口維持加算（１日につき） （１）　経口維持加算（Ⅰ）　　　（２８単位）

（５）　栄養マネジメント加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１４単位を加算）

（６）　経口移行加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）

（８）　口腔機能維持管理加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　３０単位を加算）

基本部分

注　外泊時費用

（２）　ユニット型診
療所型介護療養施
設サービス費
（１日につき）

b.診療所型介護療養施設
サービス費（ⅱ）
<多床室>

（１）　診療所型介
護療養施設サービ
ス費
（1日につき）

（一）　診療所型介護
療養施設サービス費
（Ⅰ）
看護<6：1>
介護<6：1>

a.診療所型介護療養施設
サービス費（ⅰ）
<従来型個室>

注　身体拘束廃止未実施加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５単位を減算）

a.診療所型介護療養施設
サービス費（ⅰ）
<従来型個室>

（一）　ユニット型診療所型
介護療養施設サービス費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（４）　退院時指導
等加算

c 退院時情報提供加算
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

b 退院時指導加算
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位）

（一）　退院時等指導
加算

d 退院前連携加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

a 退院前後訪問指導加算
　　（入院中1回（又は2回）、退院後1回を限度に、
　４６０単位を算定）

（二）　老人訪問看護指示加算
　　　　　　　　　　　　　　（入院患者１人につき１回を限度として３００単位算定）

（３）　初期加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

＋１２０単位

診療所療養病床
設備基準減算

－６０単位

×９７／１００

×７０／１００

入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき、
３６２単位を算定

b.診療所型介護療養施設
サービス費（ⅱ）
<多床室>

（二）　診療所型介護
療養施設サービス費
（Ⅱ）
看護・介護<3：１>

（二）　ユニット型診療所型
介護療養施設サービス費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

注　他科受診時費用

注
居宅介護支援事業者と退院前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

注
退院後の主治医に対して診療情報を提供した場合

注
入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合

入院患者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合、１月に４日を限
度として所定単位数に代えて１日につき３６２単位を算定

介護　１５



　ハ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療養施設サービス

注

入院患者の数が入
院患者の定員を超
える場合

又
は

看護・介護職員の員
数が基準に満たない
場合

又
は

介護支援専門員の
員数が基準に満た
ない場合

又
は

看護師が基準に定めら
れた看護職員の員数
に20/100を乗じて得た
数未満の場合

又
は

僻地の医師確保計
画を届出たもので、
医師の数が基準に
定められた医師の員
数に60/100を乗じ
て得た数未満である
場合

又
は

僻地の医師確保計
画を届出たもの以外
で、医師の数が基準
に定められた医師の
員数に60/100を乗
じて得た数未満であ
る場合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に
配置していない等ユ
ニットケアにおける体
制が未整備である場
合

要介護１ （ １，０１７ 単位）
要介護２ （ １，０８４ 単位）
要介護３ （ １，１５１ 単位）
要介護４ （ １，２１９ 単位）
要介護５ （ １，２８６ 単位）
要介護１ （ １，１２８ 単位）
要介護２ （ １，１９５ 単位）
要介護３ （ １，２６２ 単位）
要介護４ （ １，３３０ 単位）
要介護５ （ １，３９７ 単位）
要介護１ （ ９５９ 単位）
要介護２ （ １，０３０ 単位）
要介護３ （ １，１００ 単位）
要介護４ （ １，１７１ 単位）
要介護５ （ １，２４１ 単位）
要介護１ （ １，０７０ 単位）
要介護２ （ １，１４１ 単位）
要介護３ （ １，２１１ 単位）
要介護４ （ １，２８２ 単位）
要介護５ （ １，３５２ 単位）
要介護１ （ ９３０ 単位）
要介護２ （ ９９９ 単位）
要介護３ （ １，０６７ 単位）
要介護４ （ １，１３６ 単位）
要介護５ （ １，２０４ 単位）
要介護１ （ １，０４１ 単位）
要介護２ （ １，１１０ 単位）
要介護３ （ １，１７８ 単位）
要介護４ （ １，２４７ 単位）
要介護５ （ １，３１５ 単位）
要介護１ （ ９１４ 単位）
要介護２ （ ９８１ 単位）
要介護３ （ １，０４８ 単位）
要介護４ （ １，１１６ 単位）
要介護５ （ １，１８３ 単位）
要介護１ （ １，０２５ 単位）
要介護２ （ １，０９２ 単位）
要介護３ （ １，１５９ 単位）
要介護４ （ １，２２７ 単位）
要介護５ （ １，２９４ 単位）
要介護１ （ ８５２ 単位）
要介護２ （ ９１９ 単位）
要介護３ （ ９８６ 単位）
要介護４ （ １，０５４ 単位）
要介護５ （ １，１２１ 単位）
要介護１ （ ９６３ 単位）
要介護２ （ １，０３０ 単位）
要介護３ （ １，０９７ 単位）
要介護４ （ １，１６５ 単位）
要介護５ （ １，２３２ 単位）
要介護１ （ ７５４ 単位）
要介護２ （ ８２１ 単位）
要介護３ （ ８８８ 単位）
要介護４ （ ９５６ 単位）
要介護５ （ １，０２３ 単位）
要介護１ （ ８６５ 単位）
要介護２ （ ９３２ 単位）
要介護３ （ ９９９ 単位）
要介護４ （ １，０６７ 単位）
要介護５ （ １，１３４ 単位）
要介護１ （ １，１３１ 単位）
要介護２ （ １，１９８ 単位）
要介護３ （ １，２６５ 単位）
要介護４ （ １，３３３ 単位）
要介護５ （ １，４００ 単位）
要介護１ （ １，１３１ 単位）
要介護２ （ １，１９８ 単位）
要介護３ （ １，２６５ 単位）
要介護４ （ １，３３３ 単位）
要介護５ （ １，４００ 単位）
要介護１ （ １，０７３ 単位）
要介護２ （ １，１４４ 単位）
要介護３ （ １，２１４ 単位）
要介護４ （ １，２８５ 単位）
要介護５ （ １，３５５ 単位）
要介護１ （ １，０７３ 単位）
要介護２ （ １，１４４ 単位）
要介護３ （ １，２１４ 単位）
要介護４ （ １，２８５ 単位）
要介護５ （ １，３５５ 単位）

（二）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（1２）  特定診療費

（１）　経口維持加算（Ⅰ）　　　　　（２８単位）

（２）　経口維持加算（Ⅱ）　　　　　　（５単位）

大
学
病
院
等

（1１）　在宅復帰支援機能加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

d 退院前連携加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

（１３）　サービス提供体制
強化加算

（１０）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（６）　栄養マネジメント加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１４単位を加算）

（９）　口腔機能維持管理加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　３０単位を加算）

（８）　経口維持加算（１日
につき）

（一）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（三）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（一）　認知
症疾患型介
護療養施設
サービス費
（Ⅰ）
看護<3：1>
介護<6：1>

（二）認知症疾患型経過型介護療養施設サービス
費（Ⅱ）
<多床室>

b.ユニット型認知症疾患型介護
療養施設サービス費（ⅱ）
<ユニット型準個室>

b.ユニット型認知症疾患型介護
療養施設サービス費（ⅱ）
<ユニット型準個室>

a.ユニット型認知症疾患型介護
療養施設サービス費（ⅰ）
<ユニット型個室>

b.認知症疾患型介護療養施設
サービス費（ⅱ）
<多床室>

b.認知症疾患型介護療養施設
サービス費（ⅱ）
<多床室>

一
般
病
院

（一）　ユニッ
ト型認知症
疾患型
介護療養施
設サービス
費（Ⅰ）

（二）　ユニッ
ト型認知症
疾患型
介護療養施
設サービス
費（Ⅱ）

（７）　経口移行加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）

注　身体拘束廃止未実施減算　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５単位を減算）

（５）　退院時
指導等加算

（二）　老人訪問看護指示加算
　　　（入院患者１人につき１回を限度として３００単位算定）

b 退院時指導加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位）

（一）　退院
時等指導
加算

a 退院前後訪問指導加算
　　（入院中1回（又は2回）、退院後1回を限度に、
４６０単位を算定）

c 退院時情報提供加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

（４）　初期加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

注　外泊時費用

注　他科受診時費用

（1）　認知
症疾患型
介護療養
施設サービ
ス費
（１日につ
き）

（３）　ユ
ニット型認
知症疾患
型介護療
養施設
サービス費
（１日につ
き）

大
学
病
院
等

a.認知症疾患型介護療養施設
サービス費（ⅰ）
<従来型個室>

b.認知症疾患型介護療養施設
サービス費（ⅱ）
<多床室>一

般
病
院

（２）　認知
症疾患型
経過型介
護療養施
設サービス
費
（１日につ
き）

（一）認知症疾患型経過型介護療養施設サービス
費（Ⅰ）
<従来型個室>

a.認知症疾患型介護療養施設
サービス費（ⅰ）
<従来型個室>

aユニット型.認知症疾患型介護
療養施設サービス費（ⅰ）
<ユニット型個室>

基本部分

（二）　認知
症疾患型介
護療養施設
サービス費
（Ⅱ）
看護<4：1>
介護<4：1>

（五）　認知
症疾患型介
護療養施設
サービス費
（Ⅴ）
経過措置型

a.認知症疾患型介護療養施設
サービス費（ⅰ）
<従来型個室>

b.認知症疾患型介護療養施設
サービス費（ⅱ）
<多床室>

（四）　認知
症疾患型介
護療養施設
サービス費
（Ⅳ）
看護<4：1>
介護<6：1>

a.認知症疾患型介護療養施設
サービス費（ⅰ）
<従来型個室>

b.認知症疾患型介護療養施設
サービス費（ⅱ）
<多床室>

a.認知症疾患型介護療養施設
サービス費（ⅰ）
<従来型個室>

（三）　認知
症疾患型介
護療養施設
サービス費
（Ⅲ）
看護<4：1>
介護<5：1>

注

×９０／１００×７０／１００

×７０／１００

×９７／１００

－１２単位

×７０／１００ ×９０／１００

入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき３６２単位を算定

×７０／１００

×９０／１００

×９０／１００

注
居宅介護支援事業者と退院前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

注
退院後の主治医に対して診療情報を提供した場合

注
入院患者及びその家族等に対して退院後の療養上の指導を行った場合

入院患者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合、１月に４日を限度として所定単位数に代えて１日につき３６２単位を算定

介護　１６



：平成21年度４月改定箇所

Ⅰ　指定介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　介護予防訪問介護費

　２　介護予防訪問入浴介護費

　３　介護予防訪問看護費

　４　介護予防訪問リハビリテーション費

　５　介護予防居宅療養管理指導費

　６　介護予防通所介護費

　７　介護予防通所リハビリテーション費

　８　介護予防短期入所生活介護費

　９　介護予防短期入所療養介護費

　　　イ　介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費

　　　ロ　療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

　　　ハ　診療所における介護予防短期入所療養介護費

　　　ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

　１０　介護予防特定施設入居者生活介護費

　１１　介護予防福祉用具貸与費

Ⅱ　指定介護予防支援介護給付費単位数の算定構造

　　　　介護予防支援費

介　護　報　酬　の　算　定　構　造

介　護　予　防　サ　ー　ビ　ス



Ⅰ　指定介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

１　介護予防訪問介護費

注 注 注 注

３級訪問介護員に
より行われる場合
（※）

特別地域介護予
防訪問介護加算

中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

　

２　介護予防訪問入浴介護費

注 注 注 注 注
介護職員2人が
行った場合

全身入浴が困難
で、清拭又は部分
浴を実施した場合

特別地域介護予
防訪問入浴介護
加算

中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

中山間地域等に居
住する者へのサー
ビス提供加算

　：　特別地域介護予防訪問入浴介護加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、支給限度額
管理の対象外の算定項目

　：　特別地域介護予防訪問介護加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※平成21年3月31日時点で３級訪問介護員が指定介護予防訪問介護事業所に雇用されている場合であって、当該者が指定介護予防訪問介護を
行う場合は、平成22年3月31日までの間、所定単位数の100分の80に相当する単位数を算定する。

基本部分

要支援２
　　　週２回を超える程度の介護予防
　　　訪問介護が必要とされた者
　　　（１月につき　４,０１０単位）

＋５／１００

イ　介護予防訪問介護費（Ⅰ）

×７０／１００

ニ　初回加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　＋２００単位）

＋５／１００

基本部分

×８０／１００ ＋１５／１００

＋１５／１００ ＋１０／１００

ロ　サービス提供体制強化加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　＋２４単位）

＋１０／１００ロ　介護予防訪問介護費（Ⅱ）

ハ　介護予防訪問介護費（Ⅲ）

イ　介護予防訪問入浴介護費　　　（１回につき　８５４単位） ×９５／１００

要支援１・２
　　　週1回程度の介護予防訪問介護
　　　が必要とされた者
　　　（１月につき　１,２３４単位）

要支援１・２
　　　週２回程度の介護予防訪問介護
　　　が必要とされた者
　　　（１月につき　２,４６８単位）

　[脚注]
　　　１．単位数算定記号の説明
　　　　　＋○○単位　　　 ⇒　　　所定単位数　＋　○○単位
　　　　　－○○単位　　　 ⇒　　　所定単位数　－　○○単位
　　　　　×○○／１００　　⇒　　　所定単位数　×　○○／１００
　　　　　＋○○／１００　　⇒　　　所定単位数　＋　所定単位数×○○／１００

　

予防　１



３　介護予防訪問看護費

注 注 注 注 注 注 注 注

准看護師の場
合

指定介護予防訪問
看護ステーションの理
学療法士､作業療法
士及び言語聴覚士の
場合

夜間若しくは早
朝の場合又は深
夜の場合

２人以上による
介護予防訪問
看護を行う場合

１時間３０分以
上の介護予防
訪問看護を行う
場合

特別地域介護
予防訪問看護
加算

中山間地域等
における小規模
事業所加算

中山間地域等
に居住する者へ
のサービス提供
加算

緊急時介護予
防訪問看護加
算（※）

特別管理加算

　：　特別地域介護予防訪問看護加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　医療機器等を使用する者等特別な管理が必要な状態の者への月２回目以降の緊急的訪問については、夜間、早朝、深夜の加算を算定できるものとする。

４　介護予防訪問リハビリテーション費

注 注

中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算

短期集中リハビリ
テーション実施加
算

　　

　：　中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

５　介護予防居宅療養管理指導費

※　ロ（２）（一）（二）について、がん末期の患者及び中心静脈栄養患者については、週2回かつ月8回算定できる。

※　居住系施設入居者等とは、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている者をいう。

１月につき
＋２５０単位

３０分未満の
場合

＋２５４単位

３０分以上の
場合

＋４０２単位

1月につき
 ＋５４０単位

（一）　在宅の利用者に対して行う場
合
　　　　　　　　　　　　（５００単位）

（二）　居住系施設入居者等に対して
行う場合
　　　　　　　　　　　　（３８５単位）

注
特別な薬剤の投薬が行われている在宅
の利用者又は居住系施設入居者等に対
して、当該薬剤の使用に関する必要な薬
学的管理指導を行った場合

　
　　　　　　　　　　　　＋１００単位

（２）　介護予防居宅療養管理指導費（Ⅱ）
（在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学
総合管理料を算定する場合）
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （２９０単位）

注
情報提供が行われない場合
　　　　　　　　　　　　-１００単位

病院又は診療所
の場合

（４）　１時間以上１時間３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８４５単位）

ホ　保健師、看護師が行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （４００単位）

ロ　薬剤師が行
う場合

（１）　病院又は診療所
の薬剤師が行う場合
  （月２回を限度）

（２）　薬局の薬剤師の
場合

　（月４回を限度）

ハ　管理栄養士
が行う場合（月２
回を限度）

（一）　在宅の利用者に対して行う場
合
　　　　　　　　　　　　（５５０単位）

（二）　居住系施設入居者等に対して
行う場合
　　　　　　　　　　　　　（３５０単位）

（２）　居住系施設入居者等に対して行う場合
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（３００単位）

（１）　在宅の利用者に対して行う場合
 
　　　　　　　　　　　　　　　　   （３５０単位）

（２）　居住系施設入居者等に対して行う場合
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（４５０単位）

ニ　歯科衛生士
等が行う場合（月
４回を限度）

（１）　在宅の利用者に対して行う場合
 
　　　　　　　　　　　　　　　　   （５３０単位）

1月につき
＋２９０単位

退院（所）日又は新
たに要支援認定を
受けた日から３月

以内
＋２００単位

＋５／１００＋１０／１００＋１５／１００

＋３００単位

＋３００単位

イ　医師又は歯
科医師が行う場
合（月２回を限
度）

ハ　サービス提供体制強化加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （１回につき　＋６単位）

介護老人保健施設
の場合

１回につき　３０５単位

基本部分

基本部分

（１）　介護予防居宅療養管理指導費（Ⅰ）
（（２）以外）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （５００単位）

イ　介護予防
訪問リハビリ
テーション費

ロ　サービス提供体制強化加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　＋６単位）

基本部分

（２）　３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３４３単位）

（３）　３０分以上１時間未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５５０単位）

（１）　２０分未満（夜間、早朝、深夜のみ算定可）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２８５単位）

イ　指定介護予
防訪問看護ス
テーションの場
合

（３）　３０分以上１時間未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８３０単位）

（４）　１時間以上１時間３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　（１,１９８単位）

ロ　病院又は診
療所の場合

（２）　３０分未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４２５単位）

（１）　２０分未満（夜間・深夜・早朝のみ算定可）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２３０単位）

注
准看護師が行う場合
　
　　　　　　　　　　　　×９０／１００

30分未満
４２５単位を算定

30分以上1時間未満
８３０単位を算定

注

×９０／１００

夜間又は早朝
の場合

＋２５／１００

深夜の場合
＋５０／１００

＋５／１００

予防　２



６　介護予防通所介護費

注 注

利用者の数が
利用定員を超
える場合

又
は

看護・介護職員
の員数が基準
に満たない場
合

中山間地域等
に居住する者
へのサービス提
供加算

若年性認知症
利用者受入加
算

　：　中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

７　介護予防通所リハビリテーション費

注 注

利用者の数が
利用定員を超
える場合

又
は

医師、理学療
法士・作業療法
士・言語聴覚
士、看護・介護
職員の員数が
基準に満たな
い場合

中山間地域等
に居住する者
へのサービス提
供加算

若年性認知症
利用者受入加
算

　：　中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

（１）　サービス提供体制強
化加算（Ⅰ）

＋５／１００

基本部分

イ　介護予防通所介護
費

要支援１
　　　　（1月につき　２,２２６単位）

要支援２
　　　　（1月につき　４,３５３単位）

注

×７０/１００

要支援１
　　　　（1月につき　２,４９６単位）

要支援２
　　　　（1月につき　４,８８０単位）

イ　介護予防通所リハ
ビリテーション費

ロ　運動器機能向上加算　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　２２５単位を加算）

ハ　栄養改善加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　１５０単位を加算）

ヘ　サービス提供体制
強化加算

ホ　事業所評価加算　　　　　　　　                     （1月につき　１００単位を加算）

ニ　口腔機能向上加算　　 　　　　　　　　　　　　　　　 （1月につき　１５０単位を加算）

×７０/１００ ×７０/１００

ロ　アクティビティ実施加算　　  　　　　　　　　　　　　（1月につき　５３単位を加算）

ハ　運動器機能向上加算　 　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　２２５単位を加算）

ヘ　事業所評価加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　１００単位を加算）

ニ　栄養改善加算　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　（1月につき　１５０単位を加算）

ホ　口腔機能向上加算　　　 　　　　　　　　　　　　　（1月につき　１５０単位を加算）

基本部分

ト　サービス提供体制
強化加算 （２）　サービス提供体制強

化加算（Ⅱ）

（１）　サービス提供体制強
化加算（Ⅰ）

（２）　サービス提供体制強
化加算（Ⅱ）

１月につき
＋２４０単位

１月につき
＋２４０単位

×７０/１００

＋５／１００

注

要支援２　（１月につき　４８単位を加算）

要支援１　（１月につき　２４単位を加算）

要支援２　（１月につき　９６単位を加算）

要支援１　（１月につき　４８単位を加算）

要支援１　（１月につき　４８単位を加算）

要支援２　（１月につき　９６単位を加算）

要支援１　（１月につき　２４単位を加算）

要支援２　（１月につき　４８単位を加算）

予防　３



８　介護予防短期入所生活介護費

注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

利用者の数及
び入所者の数
の合計数が入
所定員を超え
る場合

又
は

介護・看護職
員の員数が基
準に満たない
場合

常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置してい
ない等ユニットケ
アにおける体制
が未整備である
場合

機能訓練体制
加算

認知症行動・
心理症状緊急
対応加算

若年性認知
症利用者受
入加算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要支援１ （ ４９２ 単位）

要支援２ （ ６１１ 単位）

要支援１ （ ５３６ 単位）

要支援２ （ ６６７ 単位）

要支援１ （ ４６４ 単位）

要支援２ （ ５７７ 単位）

要支援１ （ ５１４ 単位）

要支援２ （ ６３３ 単位）

要支援１ （ ５７１ 単位）

要支援２ （ ６９５ 単位）

要支援１ （ ５７１ 単位）

要支援２ （ ６９５ 単位）

要支援１ （ ５４０ 単位）

要支援２ （ ６７１ 単位）

要支援１ （ ５４０ 単位）

要支援２ （ ６７１ 単位）

ニ　サービス提供体制強
化加算

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

ハ　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（二）　単独型介護予防短期入
所生活介護費（Ⅱ）
<多床室>

（１）　単独
型介護予
防短期入
所生活介
護費

（一）　単独型介護予防短期入
所生活介護費（Ⅰ）
＜従来型個室＞

（２）　併設
型ユニット
型介護予
防短期入
所生活介
護費

（一）　単独型ユニット型介護予
防短期入所生活介護費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（二）　単独型ユニット型介護予
防短期入所生活介護費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

（２）　併設
型介護予
防短期入
所生活介
護費

ロ　ユニット
型介護予
防短期入
所生活介
護費
（1日につ
き）

（１）　単独
型ユニット
型介護予
防短期入
所生活介
護費

片道につき
　＋１８４単位

注

基本部分

イ　介護予
防短期入
所生活介
護費
（1日につ
き）

×９７／１００ ×７０／１００
1日につき
＋１２単位

×７０／１００
1日につき

＋１２０単位

　1日につき
＋２００単位
（７日間を限

度））

（一）　併設型ユニット型介護予
防短期入所生活介護費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（二）　併設型ユニット型介護予
防短期入所生活介護費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

×９７／１００

（一）　併設型介護予防短期入
所生活介護費（Ⅰ）
<従来型個室>

（二）　併設型介護予防短期入
所生活介護費（Ⅱ）
<多床室>

予防　４



９　介護予防短期入所療養介護費
　イ　介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職員
の勤務条件基準
を満たさない場
合

利用者の数及び
入所者の数の合
計数が入所定員
を超える場合

又
は

医師、看護職
員、介護職員、
理学療法士、作
業療法士又は言
語聴覚士の員数
が基準に満たな
い場合

常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置してい
ない等ユニットケ
アにおける体制
が未整備である
場合

夜勤職員配置加
算

リハビリテーション
機能強化加算

個別リハビリテー
ション実施加算

認知症行動・心
理症状緊急対
応加算

若年性認知症
利用者受入加
算

利用者に対して
送迎を行う場合

要支援１ （ ５７２ 単位）

要支援２ （ ７１２ 単位）

要支援１ （ ６３１ 単位）

要支援２ （ ７８５ 単位）

要支援１ （ ５７２ 単位）

要支援２ （ ７１２ 単位）

要支援１ （ ６３１ 単位）

要支援２ （ ７８５ 単位）

要支援１ （ ５７２ 単位）

要支援２ （ ７１２ 単位）

要支援１ （ ６３１ 単位）

要支援２ （ ７８５ 単位）

要支援１ （ ６３８ 単位）

要支援２ （ ７９４ 単位）

要支援１ （ ６３８ 単位）

要支援２ （ ７９４ 単位）

要支援１ （ ６３８ 単位）

要支援２ （ ７９４ 単位）

要支援１ （ ６３８ 単位）

要支援２ （ ７９４ 単位）

要支援１ （ ６３８ 単位）

要支援２ （ ７９４ 単位）

要支援１ （ ６３８ 単位）

要支援２ （ ７９４ 単位）

　：　特別療養費と緊急時施設療養費は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　ＰＴ・ＯＴ・ＳＴによる人員配置減算を適用する場合には、リハビリテーション機能強化加算は算定しない。

片道につき
　＋１８４単位

a.介護老人保健施設
介護予防短期入所療
養介護費（ⅰ）
＜従来型個室＞

b.介護老人保健施設
介護予防短期入所療
養介護費（ⅱ）
＜多床室＞

a.ユニット型介護老人
保健施設介護予防短
期入所療養介護費
（ⅰ）
＜ユニット型個室＞

１日につき
＋２００単位
（７日間を限

度）

１日につき
＋１２０単位

１日につき
＋２４０単位

×７０／１００
１日につき
＋２４単位

×９７／１００

注　特別療養費

注　療養体制維持特別加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２７単位を加算）

基本部分

（１）　介護
老人保健施
設介護予防
短期入所療
養介護費（1
日につき）

（一）　介護老人保健
施設介護予防短期入
所療養介護費（Ⅰ）

a.介護老人保健施設
介護予防短期入所療
養介護費（ⅰ）
＜従来型個室＞

（二）　介護老人保健
施設介護予防短期入
所療養介護費（Ⅱ）
＜療養型老健：看護
職員を配置＞

（４）　緊急時施設療養
費

（二）　特定治療

（２）　ユニッ
ト型介護老
人保健施設
介護予防短
期入所療養
介護費（1日
につき）

（一）　ユニット型介護
老人保健施設介護予
防短期入所療養介護
費（Ⅰ）

1日につき
＋３０単位

（二）　ユニット型介護
老人保健施設介護予
防短期入所療養介護
費（Ⅱ）
＜療養型老健：看護
職員を配置＞

a.ユニット型介護老人
保健施設介護予防短
期入所療養介護費
（ⅰ）
＜ユニット型個室＞

b.ユニット型介護老人
保健施設介護予防短
期入所療養介護費
（ⅱ）
＜ユニット型準個室＞

（三）　ユニット型介護
老人保健施設介護予
防短期入所療養介護
費（Ⅲ）
＜療養型老健：看護
オンコール体制＞

注

×７０／１００×９７／１００

a.介護老人保健施設
介護予防短期入所療
養介護費（ⅰ）
＜従来型個室＞

（３）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

b.ユニット型介護老人
保健施設介護予防短
期入所療養介護費
（ⅱ）
＜ユニット型準個室＞

b.ユニット型介護老人
保健施設介護予防短
期入所療養介護費
（ⅱ）
＜ユニット型準個室＞

a.ユニット型介護老人
保健施設介護予防短
期入所療養介護費
（ⅰ）
＜ユニット型個室＞

（三）　介護老人保健
施設介護予防短期入
所療養介護費（Ⅲ）
＜療養型老健：看護
オンコール体制＞

b.介護老人保健施設
介護予防短期入所療
養介護費（ⅱ）
＜多床室＞

b.介護老人保健施設
介護予防短期入所療
養介護費（ⅱ）
＜多床室＞

（一）　緊急時治療管理
　（1月に1回3日を限度に､1日につき５００単位を算定）

（５）　サービス提供体制
強化加算

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

予防　５



　ロ　療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

利用者の数及
び入院患者の
数の合計数が
入院患者の定
員を超える場
合

又
は

看護・介護職
員の員数が基
準に満たない
場合

又
は

看護師が基準
に定められた
看護職員の員
数に20/100を
乗じて得た数
未満の場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出
たもので、医師
の数が基準に
定められた医
師の員数に
60/100を乗じ
て得た数未満
である場合

又
は

僻地の医師確
保計画を届出
たもの以外で、
医師の数が基
準に定められ
た医師の員数
に60/100を乗
じて得た数未
満である場合

常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにお
ける体制が未
整備である場
合

廊下幅が設備
基準を満たさ
ない場合

医師の配置に
ついて医療法
施行規則第４
９条の規定が
適用されている
場合

夜勤を行う職
員の勤務条件
に関する基準
の区分による
加算

認知症行動・
心理症状緊急
対応加算

若年性認知症
利用者受入加
算

利用者に対し
て送迎を行う
場合

要支援１ （ ５４８ 単位）

要支援２ （ ６８１ 単位）

要支援１ （ ６３２ 単位）

要支援２ （ ７８６ 単位）

要支援１ （ ５１２ 単位）

要支援２ （ ６３６ 単位）

要支援１ （ ５９６ 単位）

要支援２ （ ７４１ 単位）

要支援１ （ ４８７ 単位）

要支援２ （ ６０５ 単位）

要支援１ （ ５７１ 単位）

要支援２ （ ７１０ 単位）

要支援１ （ ５４８ 単位）

要支援２ （ ６８１ 単位）

要支援１ （ ６３２ 単位）

要支援２ （ ７８６ 単位）

要支援１ （ ５４８ 単位）

要支援２ （ ６８１ 単位）

要支援１ （ ６３２ 単位）

要支援２ （ ７８６ 単位）

要支援１ （ ６３９ 単位）

要支援２ （ ７９５ 単位）

要支援１ （ ６３９ 単位）

要支援２ （ ７９５ 単位）

要支援１ （ ６３９ 単位）

要支援２ （ ７９５ 単位）

要支援１ （ ６３９ 単位）

要支援２ （ ７９５ 単位）

　：　特定診療費は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。

※　夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。

×７０／１００

－２５単位

×９０／１００

×９０／１００×７０／１００

×７０／１００

夜間勤務等
看護（Ⅰ）
＋２３単位

夜間勤務等
看護（Ⅱ）
＋１４単位

夜間勤務等
看護（Ⅲ）
＋１４単位

夜間勤務等
看護（Ⅳ）
＋７単位

－１２単位

病院療養病
床療養環境

減算
　－２５単位

×９７／１００

（４）　ユニッ
ト型病院療
養病床経過
型介護予防
短期入所療
養介護費
（１日につき）

（一）　ユニット型病院療養病床経過型介護予防
短期入所療養介護費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（二）　ユニット型病院療養病床経過型介護予防
短期入所療養介護費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

（５）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（７）　サービス提供体
制強化加算

（６）　特定診療費

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（二）　病院療
養病床経過型
介護予防短期
入所療養介護
費（Ⅱ）
看護<8:1>
介護<4:1>

a.病院療養病床経過型介護予
防短期入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

（３）　ユニッ
ト型病院療
養病床介護
予防短期入
所療養介護
費
（１日につき）

a.病院療養病床介護予防短期
入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

（二）　ユニット型病院療養病床介護予防短期入
所療養介護費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

a.病院療養病床介護予防短期
入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

（一）　ユニット型病院療養病床介護予防短期入
所療養介護費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

b.病院療養病床経過型介護予
防短期入所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

（二）　病院療
養病床介護予
防短期入所療
養介護費（Ⅱ）
看護<6:1>
介護<5:1>

（１）　病院療
養病床介護
予防短期入
所療養介護
費
（１日につき）

b.病院療養病床介護予防短期
入所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

（三）　病院療
養病床介護予
防短期入所療
養介護費（Ⅲ）
看護<6:1>
介護<6:1>

b.病院療養病床介護予防短期
入所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

a.病院療養病床介護予防短期
入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

b.病院療養病床介護予防短期
入所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

注

×９０／１００

１日につき
＋２００単位
（７日間を限

度）

片道につき
＋１８４単位

１日につき
＋１２０単位

基本部分

（一）　病院療
養病床介護予
防短期入所療
養介護費（Ⅰ）
看護<6:1>
介護<4:1>

×９０／１００

－１２単位
b.病院療養病床経過型介護予
防短期入所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

（２）　病院療
養病床経過
型介護予防
短期入所療
養介護費

（１日につき）

（一）　病院療
養病床経過型
介護予防短期
入所療養介護
費（Ⅰ）
看護<6:1>
介護<4:1>

a.病院療養病床経過型介護予
防短期入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

予防　６



　ハ　診療所における介護予防短期入所療養介護費

注 注 注 注 注 注
利用者の数及び
入院患者の数の
合計数が入院
患者の定員を超
える場合

常勤のユニット
リーダーをユニッ
ト毎に配置してい
ない等ユニットケ
アにおける体制
が未整備である
場合

廊下幅が設備
基準を満たさな
い場合

認知症行動・心
理症状緊急対
応加算

若年性認知症
利用者受入加
算

利用者に対して
送迎を行う場合

要支援１ （ ５３１ 単位）

要支援２ （ ６６０ 単位）

要支援１ （ ６１５ 単位）

要支援２ （ ７６５ 単位）

要支援１ （ ４６１ 単位）

要支援２ （ ５７３ 単位）

要支援１ （ ５５０ 単位）

要支援２ （ ６８４ 単位）

要支援１ （ ６２２ 単位）

要支援２ （ ７７４ 単位）

要支援１ （ ６２２ 単位）

要支援２ （ ７７４ 単位）

　：　特定診療費は、支給限度額管理の対象外の算定項目

（４）　特定診療費

（３）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（５）　サービス提供体制強化加算

片道につき
　＋１８４単位

診療所設備基
準減算

－６０単位

b.診療所介護予防短期入
所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

×９７／１００

１日につき
＋１２０単位

１日につき
＋２００単位

（７日間を限度）

a.診療所介護予防短期入
所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

b.診療所介護予防短期入
所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

（二）　ユニット型診療所介護予防短期入所療
養介護費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

a.診療所介護予防短期入
所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

×７０/１００

（一）　診療所介
護予防短期入所
療養介護費（Ⅰ）
看護<6：1>
介護<6：1>

（二）　診療所介
護予防短期入所
療養介護費（Ⅱ）
看護・介護
<3：１>

（１）　診療所介
護予防短期入
所療養介護費
（１日につき）

基本部分

（一）　ユニット型診療所介護予防短期入所療
養介護費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

（２）　ユニット型
診療所介護予
防短期入所療
養介護費
（１日につき）

予防　７



　ニ　老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費

注 注

利用者の数及び
入院患者の数の
合計数が入院患
者の定員を超え
る場合

又
は

看護・介護職員
の員数が基準に
満たない場合

又
は

看護師が基準に
定められた看護
職員の員数に
20/100を乗じて
得た数未満の場
合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たも
ので、医師の数
が基準に定めら
れた医師の員数
に60/100を乗じ
て得た数未満で
ある場合

又
は

僻地の医師確保
計画を届出たも
の以外で、医師
の数が基準に定
められた医師の
員数に60/100
を乗じて得た数
未満である場合

常勤のユニットリー
ダーをユニット毎に
配置していない等
ユニットケアにおけ
る体制が未整備で
ある場合

利用者に対して送
迎を行う場合

要支援１ （ ８４７ 単位）

要支援２ （ １，００７ 単位）

要支援１ （ ９５８ 単位）

要支援２ （ １，１１２ 単位）

要支援１ （ ７８０ 単位）

要支援２ （ ９４８ 単位）

要支援１ （ ８６４ 単位）

要支援２ （ １，０５３ 単位）

要支援１ （ ７５７ 単位）

要支援２ （ ９２０ 単位）

要支援１ （ ８４１ 単位）

要支援２ （ １，０２５ 単位）

要支援１ （ ７４４ 単位）

要支援２ （ ９０４ 単位）

要支援１ （ ８２８ 単位）

要支援２ （ １，００９ 単位）

要支援１ （ ６８２ 単位）

要支援２ （ ８４２ 単位）

要支援１ （ ７９３ 単位）

要支援２ （ ９４７ 単位）

要支援１ （ ５８４ 単位）

要支援２ （ ７４４ 単位）

要支援１ （ ６６８ 単位）

要支援２ （ ８４９ 単位）

要支援１ （ ９６０ 単位）

要支援２ （ １，１１５ 単位）

要支援１ （ ９６０ 単位）

要支援２ （ １，１１５ 単位）

要支援１ （ ８７１ 単位）

要支援２ （ １，０６２ 単位）

要支援１ （ ８７１ 単位）

要支援２ （ １，０６２ 単位）

　：　特定診療費は、支給限度額管理の対象外の算定項目

（６）　サービス提供体制強化加
算

（三）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（二）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（一）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（５）　特定診療費

（４）　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

片道につき
　＋１８４単位

×９０／１００

－１２単位

×９０／１００

（２）　認知症
疾患型経過
型介護予防
短期入所療
養介護費
（１日につき）

（一）認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介
護費（Ⅰ）
<従来型個室>

（３）　ユニット
型認知症疾
患型介護予
防短期入所
療養介護費
（１日につき） 一

般
病
院

（二）　ユニット型
認知症疾患型介
護予防短期入所
療養介護費（Ⅱ）

a.ユニット型認知症疾患型介護
予防短期入所療養介護費（ⅰ）
<ユニット型個室>

b.ユニット型認知症疾患型介護
予防短期入所療養介護費（ⅱ）
<ユニット型準個室>

基本部分

（二）　認知症疾
患型介護予防短
期入所療養介護
費（Ⅱ）
<一般病院>
看護<4：1>
介護<4：1>

（三）　認知症疾
患型介護予防短
期入所療養介護
費（Ⅲ）
<一般病院>
看護<4：1>
介護<5：1>

a.認知症疾患型介護予防短期
入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

（１）　認知症
疾患型介護
予防短期入
所療養介護
費
（１日につき）

大
学
病
院

一
般
病
院

（一）　認知症疾
患型介護予防短
期入所療養介護
費（Ⅰ）
看護<3：1>
介護<6：1>

a.認知症疾患型介護予防短期
入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

（五）　認知症疾
患型介護予防短
期入所療養介護
費（Ⅴ）
<一般病院>
経過措置型

a.認知症疾患型介護予防短期
入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

b.認知症疾患型介護予防短期
入所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

b.認知症疾患型介護予防短期
入所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

（四）　認知症疾
患型介護予防短
期入所療養介護
費（Ⅳ）
<一般病院>
看護<4：1>
介護<6：1>

a.認知症疾患型介護予防短期
入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

b.認知症疾患型介護予防短期
入所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

b.認知症疾患型介護予防短期
入所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

a.認知症疾患型介護予防短期
入所療養介護費（ⅰ）
<従来型個室>

b.認知症疾患型介護予防短期
入所療養介護費（ⅱ）
<多床室>

b.ユニット型認知症疾患型介護
予防短期入所療養介護費（ⅱ）
<ユニット型準個室>

（二）認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介
護費（Ⅱ）
<多床室>

大
学
病
院

aユニット型.認知症疾患型介護
予防短期入所療養介護費（ⅰ）
<ユニット型個室>（一）　ユニット型

認知症疾患型介
護予防短期入所
療養介護費（Ⅰ）

注

×９０／１００

×９７／１００

×７０／１００ ×９０／１００

×７０／１００

×７０／１００

予防　８



１０　介護予防特定施設入居者生活介護費

注 注 注 注 注

看護・介護職員の
員数が基準に満
たない場合

介護職員の員数
が基準に満たな
い場合

個別機能訓練加
算

医療機関連携加
算

障害者等支援加
算

要支援１ （ ２０３ 単位）

要支援２ （ ４６９ 単位）

・介護予防訪問系及び介護予防通所系サービス

・介護予防福祉用具貸与

１１　介護予防福祉用具貸与費

※　要支援１又は要支援２の者については、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動
用リフトを算定しない。（ただし、別に厚生労働大臣が定める状態にある者を除く。）

　：　特別地域介護予防福祉用具貸与加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、支給限度
額管理の対象外となる算定項目

交通費に相当する額の１／３に相当す
る額を事業所の所在地に適用される１
単位の単価で除して得た単位数を加算
（個々の用具ごとに貸与費の１／３を限
度）

中山間地域等に居住する者へのサー
ビス提供加算

中山間地域等における小規模事業所
加算

介護予防福祉用具
貸与費
（現に指定介護予防
福祉用具貸与に要し
た費用の額を当該事
業所の所在地に適用
される１単位の単価で
除して得た単位数）

基本部分

注

特別地域介護予防福祉用具貸与加
算

車いす付属品

注 注

交通費に相当する額の２／３に相当す
る額を事業所の所在地に適用される１
単位の単価で除して得た単位数を加
算
（個々の用具ごとに貸与費の２／３を限
度）

歩行器

車いす

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

歩行補助つえ

認知症老人徘徊感知機器

特殊寝台

交通費に相当する額を事業所の所在
地に適用される１単位の単価で除して
得た単位数を加算
（個々の用具ごとに貸与費の１００／１
００を限度）

移動用リフト

体位変換器

手すり

スロープ

ロ　外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介
護費
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき   ６０ 単位）

委託先である指定介護予防サービス事業者により介護予防サービスが
行われる場合基本部分

×７０／１００
イ　介護予防特定施設入居者
生活介護費
　　（1日につき）

１日につき
＋１２単位

　介護予防の福祉用具貸与と同様

※ただし、基本部分も含めて介護予防サービスの区分支給限度額を
限度とする。

　（介護予防通所介護等の選択的サービス（運動器
機能向上、栄養改善、口腔機能向上）の加算が可
能）

　通常の各サービスの基本部分の報酬単位の　９０／１００

注

×７０／１００

１月につき
＋８０単位

１日につき
＋２０単位

予防　９



Ⅱ　指定介護予防支援介護給付費単位数の算定構造

介護予防支援費

ハ　介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＋３００単位）

ロ　初回加算　　　　　　　　　　（＋３００単位）

イ　介護予防支援費（1月につき）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４１２単位）

基本部分

予防　１０



：平成21年度４月改定箇所

Ⅰ　指定地域密着型サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　夜間対応型訪問介護費

　２　認知症対応型通所介護費

　３　小規模多機能型居宅介護費

　４　認知症対応型共同生活介護費

　５　地域密着型特定施設入居者生活介護費

　６　地域密着型介護老人福祉施設サービス

Ⅱ　指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

　１　介護予防認知症対応型通所介護費

　２　介護予防小規模多機能型居宅介護費

　３　介護予防認知症対応型共同生活介護費

介　護　報　酬　の　算　定　構　造

地　域　密　着　型　サ　ー　ビ　ス



Ⅰ　指定地域密着型サービス介護給付費単位数の算定構造

１　夜間対応型訪問介護費

注 注

３級訪問介護
員により行われ
る場合（※）

24時間通報対
応加算

基本夜間対応型訪問介護費
　　　　　　　　　（１月につき　１,０００単位）

基本部分

イ　夜間対応型訪問介護費（Ⅰ）

定期巡回サービス費
　　　　　　　　　　(１回につき　３８１単位) １月につき

６１０単位
×７０／１００

随時訪問サービス費(Ⅱ)
　　　　　　　　　　（１回につき　７８０単位）

随時訪問サービス費(Ⅰ)
　　　　　　　　　　（１回につき　５８０単位）

※平成21年３月31日時点で、３級訪問介護員が指定夜間対応型訪問介護事業所に雇用されている場合であっ
て、当該者が指定夜間対応型訪問介護を行う場合は、平成22年3月31日までの間、所定単位数の100分の70
に相当する単位数を算定する。

ロ　夜間対応型訪問介護費（Ⅱ）　　 　　　　　　　（１月につき　２,７６０単位）

ハ　サービス提供体制強化加算
（２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　８４単位を加算）

（１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　１２単位を加算）

　[脚注]
　　　１．単位数算定記号の説明
　　　　　＋○○単位　　　 ⇒　　　所定単位数　＋　○○単位
　　　　　－○○単位　　　 ⇒　　　所定単位数　－　○○単位
　　　　　×○○／１００　　⇒　　　所定単位数　×　○○／１００
　　　　　＋○○／１００　　⇒　　　所定単位数　＋　所定単位数×○○／１００

地域　１



２　認知症対応型通所介護費

注 注 注 注 注 注 注

利用者の数
が利用定員を
超える場合 又

は

看護・介護職
員の員数が
基準に満たな
い場合

要介護１ （ ５２６ 単位）

要介護２ （ ５７８ 単位）

要介護３ （ ６３０ 単位）

要介護４ （ ６８２ 単位）

要介護５ （ ７３５ 単位）

要介護１ （ ７１５ 単位）

要介護２ （ ７８９ 単位）

要介護３ （ ８６４ 単位）

要介護４ （ ９３８ 単位）

要介護５ （ １,０１３ 単位）

要介護１ （ ９６７ 単位）

要介護２ （ １,０７１ 単位）

要介護３ （ １,１７５ 単位）

要介護４ （ １,２８０ 単位）

要介護５ （ １,３８４ 単位）

要介護１ （ ４７７ 単位）

要介護２ （ ５２３ 単位）

要介護３ （ ５７０ 単位）

要介護４ （ ６１７ 単位）

要介護５ （ ６６３ 単位）

要介護１ （ ６４５ 単位）

要介護２ （ ７１１ 単位）

要介護３ （ ７７８ 単位）

要介護４ （ ８４４ 単位）

要介護５ （ ９１１ 単位）

要介護１ （ ８６９ 単位）

要介護２ （ ９６２ 単位）

要介護３ （ １,０５５ 単位）

要介護４ （ １,１４８ 単位）

要介護５ （ １,２４１ 単位）

要介護１ （ ２３５ 単位）

要介護２ （ ２４３ 単位）

要介護３ （ ２５２ 単位）

要介護４ （ ２６０ 単位）

要介護５ （ ２６９ 単位）

要介護１ （ ３３５ 単位）

要介護２ （ ３４８ 単位）

要介護３ （ ３６０ 単位）

要介護４ （ ３７２ 単位）

要介護５ （ ３８４ 単位）

要介護１ （ ４６９ 単位）

要介護２ （ ４８６ 単位）

要介護３ （ ５０３ 単位）

要介護４ （ ５２０ 単位）

要介護５ （ ５３７ 単位）

ハ　サービス提供体制強
化加算

栄養改善加
算

２時間以上３
時間未満の
認知症対応
型通所介護を
行う場合

６時間以上８時
間未満の認知症
対応型通所介護
の前後に日常生
活上の世話を行
う場合

１回につき
＋１５０単位
（月２回を

限度）

×７０/１００

×７０/１００

１回につき
＋１５０単位
（月２回を

限度）

入浴介助を
行った場合

個別機能訓
練加算

１日につき
＋２７単位

若年性認知
症利用者受
入加算

１日につき
＋６０単位

口腔機能向
上加算

１日につき
　＋５０単位

８時間以上
９時間未満の場合

＋５０単位
　

９時間以上
10時間未満の場

合
＋１００単位

８時間以上
９時間未満の場合

＋５０単位
　

９時間以上
10時間未満の場

合
＋１００単位

×７０/１００

８時間以上
９時間未満の場合

＋５０単位
　

９時間以上
10時間未満の場

合
＋１００単位

（三）
６時間以上
８時間未満

（二）
４時間以上
６時間未満

（３）　６時間以上
８時間未満

ロ　認知症
対応型通
所介護費
（Ⅱ）

イ　認知症
対応型通
所介護費
（Ⅰ）

（三）
６時間以上
８時間未満

（１）　３時間以上
４時間未満

（２）　４時間以上
６時間未満

（１）　認知症
対応型通所
介護費（ⅰ）

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　６単位を加算）

（１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　１２単位を加算）

基本部分

注

（一）
３時間以上
４時間未満

（二）
４時間以上
６時間未満

×７０/１００ ×７０/１００
（２）　認知症
対応型通所
介護費（ⅱ）

（一）
３時間以上
４時間未満

地域　２



３　小規模多機能型居宅介護費

注

登録者数が登
録定員を超え
る場合 又

は

要介護１ （ １１，４３０ 単位）
要介護２ （ １６，３２５ 単位）
要介護３ （ ２３，２８６ 単位）
要介護４ （ ２５，５９７ 単位）
要介護５ （ ２８，１２０ 単位）

ハ　認知症加算

ニ　看護職員配置加算

ホ　事業開始時支援加算

　：　事業所開始時支援加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

４　認知症対応型共同生活介護費

基本部分 注 注 注 注 注

夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさ
ない場合

利用者の数が
利用定員を超
える場合

介護従業者の
員数が基準に
満たない場合

夜間ケア加算 認知症行動・
心理症状緊急
対応加算

若年性認知
症利用者受
入加算

看取り介護加
算

要介護１ （ ８３１ 単位）

要介護２ （ ８４８ 単位）

要介護３ （ ８６５ 単位）

要介護４ （ ８８２ 単位）

要介護５ （ ９００ 単位）

要介護１ （ ８６１ 単位）

要介護２ （ ８７８ 単位）

要介護３ （ ８９５ 単位）

要介護４ （ ９１２ 単位）

要介護５ （ ９３０ 単位）

ヘ　認知症専門ケア加算
（２）認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　４単位を加算）

（１）認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３単位を加算）

1日につき
＋８０単位

（死亡日以前
３０日を限度）

１日につき
＋１２０単位

１日につき
＋２５単位

イ　認知症対応型共同生活
介護費（１日につき）

×７０／１００

1日につき
＋２００単位
（７日間を限

度）

ト　サービス提供体制強化加
算

（３）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

イ　小規模多機能型居宅介
護費
　　(1月につき）

基本部分

×７０／１００

（２）　看護職員配置加算（Ⅱ）
　　　　     　　　　　　　　（1月につき　７００単位を加算）

（１）　事業開始時支援加算（Ⅰ）
　　　      　　　　　　　　（１月につき　５００単位を加算）

注

（1）　看護職員配置加算（Ⅰ）
　　　　     　　　　　　　　（1月につき　９００単位を加算）

（２）　事業開始時支援加算（Ⅱ）
　　　      　　　　　　　　（１月につき　３００単位を加算）

（１）　認知症加算（Ⅰ）
　　　　　                    （１月につき　８００単位を加算）

ヘ　サービス提供体制強化加
算

×７０／１００

注

従業者の員数
が基準に満たな
い場合

×７０／１００ ×７０／１００

過少サービス
に対する減算

又
は

×９７／１００

（2）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
     　　　　　　　　　　　 （１月につき　３５０単位を加算）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
     　　　　　　　　　　　 （１月につき　５００単位を加算）

ロ　初期加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

ホ　退居時相談援助加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位を加算（利用者１人につき１回を限度））

ニ　医療連携体制加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３９単位を加算）

ハ　初期加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

（２）　認知症加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　  （１月につき　５００単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
     　　　　　　　　　　　 （１月につき　３５０単位を加算）

ロ　短期利用共同生活介護
費（１日につき）

地域　３



５　地域密着型特定施設入居者生活介護費

注 注 注

要介護１ （ ５７１ 単位）

要介護２ （ ６４１ 単位）

要介護３ （ ７１１ 単位）

要介護４ （ ７８０ 単位）

要介護５ （ ８５１ 単位）

１月につき
＋８０単位

ロ　夜間看護体制加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

×７０／１００
１日につき
＋１２単位

基本部分

イ　地域密着型特定施設入居者生活介護費（１日につ
き）

個別機能訓練加
算

看護・介護職員の
員数が基準に満
たない場合

医療機関連携加
算

地域　４



６　地域密着型介護福祉施設サービス

注 注 注 注 注 注 注 注 注
夜勤を行う職
員の勤務条件
基準を満たさな
い場合

入所者の数が
入所定員を超
える場合

又
は

介護・看護職
員又は介護支
援専門員の員
数が基準に満
たない場合

日常生活継続支
援加算

看護体制加算
（Ⅰ）

看護体制加算
（Ⅱ）

夜勤職員配置
加算

準ユニットケア
加算

専従の常勤医
師を配置して
いる場合

精神科医師に
よる療養指導
が月2回以上
行われている
場合

障害者生活支
援体制加算

要介護１ （ ５８９ 単位）

要介護２ （ ６６０ 単位）

要介護３ （ ７３０ 単位）

要介護４ （ ８０１ 単位）

要介護５ （ ８７１ 単位）

要介護１ （ ６５１ 単位）

要介護２ （ ７２２ 単位）

要介護３ （ ７９２ 単位）

要介護４ （ ８６３ 単位）

要介護５ （ ９３３ 単位）

要介護１ （ ６６９ 単位）

要介護２ （ ７４０ 単位）

要介護３ （ ８１０ 単位）

要介護４ （ ８８１ 単位）

要介護５ （ ９４１ 単位）

要介護１ （ ６６９ 単位）

要介護２ （ ７４０ 単位）

要介護３ （ ８１０ 単位）

要介護４ （ ８８１ 単位）

要介護５ （ ９４１ 単位）

要介護１ （ ７５３ 単位）

要介護２ （ ８２０ 単位）

要介護３ （ ８８８ 単位）

要介護４ （ ９５５ 単位）

要介護５ （ １，０２２ 単位）

要介護１ （ ８１５ 単位）

要介護２ （ ８８２ 単位）

要介護３ （ ９５０ 単位）

要介護４ （ １，０１７ 単位）

要介護５ （ １，０８４ 単位）

要介護１ （ ７５３ 単位）

要介護２・３ （ ８５７ 単位）

要介護４・５ （ ９８８ 単位）

要介護１ （ ８１５ 単位）

要介護２・３ （ ９１９ 単位）

要介護４・５ （ １，０５０ 単位）

要介護１ （ ８２０ 単位）

要介護２ （ ８８７ 単位）

要介護３ （ ９５５ 単位）

要介護４ （ １，０２２ 単位）

要介護５ （ １，０８９ 単位）

要介護１ （ ８２０ 単位）

要介護２ （ ８８７ 単位）

要介護３ （ ９５５ 単位）

要介護４ （ １，０２２ 単位）

要介護５ （ １，０８９ 単位）

要介護１ （ ８２０ 単位）

要介護２・３ （ ９２４ 単位）

要介護４・５ （ １，０５５ 単位）

要介護１ （ ８２０ 単位）

要介護２・３ （ ９２４ 単位）

要介護４・５ （ １，０５５ 単位）

＋１８単位

（１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（３）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（３）　死亡日
　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２８０単位を加算）

注
居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合

注
入所者及びその家族等に対して退所後の相談援助を行い、かつ市町村及び老人介護支援センターに対して必要な情報を提供した場合

入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、１月に６日を限度として所定単位数に代えて1日につき２４６単位を算定

（一）　ユニット型経過的地域
密着型介護福祉施設サービス
費（Ⅰ）
<ユニット型個室>

注　外泊時費用

タ　認知症専門ケア加算

（２）認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　４単位を加算）

（１）認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３単位を加算）

注　身体拘束廃止未実施減算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５単位を減算）

ホ　初期加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

ヨ　小規模拠点集合型施設加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　５０単位を加算）

カ　在宅・入所相互利用加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

ワ　在宅復帰支援機能加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１０単位を加算）

ト　栄養マネジメント加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　１４単位を加算）

（３）　退所前連携加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００単位）

レ　サービス提供体制強化
加算

個別機能訓練
加算

イ　地域密
着型介護
福祉施設
サービス費

（２）　地域密着型介護福祉施設サービス費
（Ⅱ）（1日につき）
<多床室>

（１）　ユニット型地域密着型介護福祉施設サー
ビス費（Ⅰ）（1日につき）
<ユニット型個室>ロ　ユニット

型地域密
着型介護
福祉施設
サービス費 （２）　ユニット型地域密着型介護福祉施設サー

ビス費（Ⅱ）（1日につき）
<ユニット型準個室>

（１）　地域密着型介護福祉施設サービス費
（Ⅰ）（1日につき）
<従来型個室>

＋２２単位

＋１２単位

ヲ　看取り介護加算

（２）　死亡日以前２日又は３日
　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６８０単位を加算）

（１）　死亡日以前４日以上３０日以下
　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　８０単位を加算）

チ　経口移行加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２８単位を加算）

ル　療養食加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　２３単位を加算）

ヌ　口腔機能維持管理加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月につき　３０単位を加算）

（２）　経口維持加算（Ⅱ）　　　　　　（５単位）

＋２５単位＋１２単位

注
常勤のユニット
リーダーをユ
ニット毎に配置
していない等ユ
ニットケアにお
ける体制が未
整備である場
合

基本部分

ハ　経過
的地域密
着型介護
福祉施設
サービス費

＋５単位

＋５単位

（二）　経過的地域密着型介護
福祉施設サービス費（Ⅱ）
<多床室>

（１）　ユニット
型経過的地域
密着型
介護福祉施設
サービス費（１
日につき）

リ　経口維持加算（１日につ
き）

ニ　ユニッ
ト型介護老
人福祉施
設における
経過的地
域密着型
介護福祉
施設サー
ビス

（１）　退所前後訪問相談援助加算
　（入所中１回（又は２回）、退所後１回を限度に４６０単位を算定）

ヘ　退所
時等相談
援助加算 （２）　退所時相談援助加算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位）

（１）　経口維持加算（Ⅰ）　　　　　（２８単位）

（２）　ユニット
型旧措置入所
者経過的地域
密着型介護福
祉施設サービ
ス費（１日につ
き）

若年性認知症
入所者受入加
算

＋１２０単位 ＋２６単位＋５単位

注

（二）　旧措置入所者経過的地
域密着型介護福祉施設サービ
ス費（Ⅱ）
<多床室>

×９７／１００

（一）　経過的地域密着型介護
福祉施設サービス費（Ⅰ）
<従来型個室>

（二）　ユニット型経過的地域
密着型介護福祉施設サービス
費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

（一）　ユニット旧措置入所者
経過的地域密着型介護福祉
施設サービス費（Ⅰ）
<ユニット型個室>
（二）　ユニット型旧措置入所
者経過的地域密着型介護福
祉施設サービス費（Ⅱ）
<ユニット型準個室>

（一）　旧措置入所者経過的地
域密着型介護福祉施設サービ
ス費（Ⅰ）
<従来型型個室>

×７０／１００

＋８単位

＋２３単位

＋４１単位

＋４６単位

（１）　経過的地
域密着型介護
福祉施設
サービス費（1
日につき）

＋１３単位

（2）　旧措置入
所者経過的地
域密着型介護
福祉施設サー
ビス費（1日に
つき）

＋４単位

×７０／１００×９７／１００

×９７／１００

地域　５



Ⅱ　指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造

１　介護予防認知症対応型通所介護費

注 注 注 注 注 注 注

利用者の数が
利用定員を超
える場合 又

は

看護・介護職
員の員数が基
準に満たない
場合

要支援１ （ ４６０ 単位）

要支援２ （ ５０９ 単位）

要支援１ （ ６２１ 単位）

要支援２ （ ６９１ 単位）

要支援１ （ ８３５ 単位）

要支援２ （ ９３４ 単位）

要支援１ （ ４１９ 単位）

要支援２ （ ４６２ 単位）

要支援１ （ ５６１ 単位）

要支援２ （ ６２４ 単位）

要支援１ （ ７５１ 単位）

要支援２ （ ８３９ 単位）

要支援１ （ ２１８ 単位）

要支援２ （ ２３０ 単位）

要支援１ （ ３１１ 単位）

要支援２ （ ３２９ 単位）

要支援１ （ ４３５ 単位）

要支援２ （ ４６０ 単位）

ロ　介護予防認知
症対応型通所介護
費（Ⅱ）

注

（１）　介護予
防認知症対応
型通所介護費
（ⅰ）（旧単独
型）

イ　介護予防認知
症対応型通所介護
費（Ⅰ） （一）

３時間以上
４時間未満

（三）
６時間以上
８時間未満

（二）
４時間以上
６時間未満

（二）
４時間以上
６時間未満

基本部分

ハ　サービス提供
体制強化加算

＋２７単位

８時間以上
９時間未満の場合

＋５０単位
９時間以上

10時間未満の場合
＋１００単位

×７０/１００

（一）
３時間以上
４時間未満

×７０/１００

８時間以上
９時間未満の場合

＋５０単位
９時間以上

10時間未満の場合
＋１００単位

８時間以上
９時間未満の場合

＋５０単位
９時間以上

10時間未満の場合
＋１００単位

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　１２単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回につき　６単位を加算）

個別機能訓練
加算

２時間以上３時
間未満の介護
予防認知症対
応型通所介護
を行う場合

６時間以上８時間未
満の介護予防認知
症対応型通所介護
の前後に日常生活
上の世話を行う場合

入浴介助を
行った場合

若年性認知症
利用者受入加
算

１月につき
　＋１５０単位

栄養改善加算

１月につき
　＋１５０単位

１日につき
　＋５０単位

×７０/１００

×７０/１００

口腔機能向上
加算

１日につき
＋６０単位

（三）
６時間以上
８時間未満

（３）　６時間以上
　　　　８時間未満

（２）　４時間以上
　　　６時間未満

×７０/１００

（１）　３時間以上
　　　　４時間未満

（２）　介護予
防認知症対応
型通所介護費
（ⅱ）（旧併設
型）

地域　６



２　介護予防小規模多機能型居宅介護費

注

登録者数が登
録定員を超える
場合

従業者の員数
が基準に満た
ない場合

要支援１ （ ４,４６９ 単位）

要支援２ （ ７,９９５ 単位）

ハ　事業開始時支援加算

ニ　サービス提供体制強化加算

　：　事業所開始時支援加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

３　介護予防認知症対応型共同生活介護費

注 注 注 注

夜勤を行う職員
の勤務条件基
準を満たさない
場合

利用者の数が
利用定員を超
える場合

介護従業者の
員数が基準に
満たない場合

夜間ケア加算 認知症行動・心
理症状緊急対
応加算

若年性認知症
利用者受入加
算

イ　介護予防認知症対応型共同生
活介護費

要支援２ （ ８３１ 単位）

ロ　介護予防短期利用共同生活介
護費

要支援２ （ ８６１ 単位）
1日につき

＋２００単位
（７日間を限度）

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
  　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　５００単位を加算）

ホ　認知症専門ケア加算

（２）認知症専門ケア加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　（1日につき　４単位を加算）

ヘ　サービス提供体制強化加算 （１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　（１日につき　１２単位を加算）

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

（３）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
　　　　　　　　　　　　　（１日につき　６単位を加算）

基本部分

（１）認知症専門ケア加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３単位を加算）

ニ　退居時相談援助加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４００単位を加算（利用者１人につき１回を限度）

ハ　初期加算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

ロ　初期加算
　　　　　　　　（1日につき　３０単位を加算）

又
は

（２）　事業開始時支援加算（Ⅱ）
　　　　      　　　　　　　　　　（１月につき　３００単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
  　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　３５０単位を加算）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
  　　　　　　　　　　　　　　　　（１月につき　３５０単位を加算）

（１）　事業開始時支援加算（Ⅰ）
　　　　      　　　　　　　　　　（１月につき　５００単位を加算）

過少サービスに
対する減算

１日につき
＋１２０単位

１日につき
＋２５単位

注

又
は

×７０／１００

注

×７０／１００×９７／１００ ×７０／１００

×７０／１００
イ　介護予防小規模多機能型居宅
介護費
(1月につき）

基本部分

×７０／１００

地域 ７


